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飯能市環境基本計画年次報告書の概要 

１．報告書の作成趣旨 

本市では、本年度、環境の保全と創造についての基本理念を定めた「飯能市環境基本条例」が６月 

の定例市議会において可決され、７月から施行しました。また、この条例の理念を実現するために、 

環境の保全及び創造に関する目標及び施策の方向などを定めた 「飯能市環境基本計画」（平成１５年３ 

月策定の改訂版）を８月に策定しました。 「飯能市環境基本条例」第１０条において、環境の状況及び 

環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について報告書を作成し、 公表するものとしています。 

本報告書は、環境基本計画改訂前の平成１９年度までの各環境施策の実施状況等をとりまとめたもの 

です。 

２．環境基本計画の内容 

飯能市環境基本計画は、平成１４年度に策定し、計画の期間を平成１５年度（２００３年度）から 

平成２４年度（２０１２年度）までの１０年間としています。この間の環境や社会状況などの変化に 

対応するため、５年を経過する本年度改訂を行いました。 

計画では、めざす環境像として「新たな森林文化を創造し、ぬくもりのあるまち 飯能」を掲げ、そ 

の実現のために、 「恵み豊かな自然を伝えゆくまち」、「自然と人が共に生きるやすらぎのあるまち」、 

「循環の環を広げ環境にやさしいまち」、「より良い環境のために行動するまち」の４つの環境目標を 

設定しました。それぞれの環境目標に対し、基本方針を定め、その方針ごとに取り組むべき環境施策 

を示しています。 （体系は２ページに掲載のとおりです。） 

３．報告書の構成 

環境指標の動向・環境施策の実施状況 

環境基本計画では、設定した４つの環境目標に対し、取り組み状況などを把握し、計画の進行状況 

を管理するための代表的な項目を「環境指標」と位置づけました。最初に環境目標ごとに指標値の動 

向を示しました。その後にそれぞれの環境目標に対する基本方針に沿って市が中心となって行う取り 

組みとして掲げた環境施策の実施状況について、個別に示しています。 

資料 公害関係各種調査結果 

本市の大気、水質、騒音・振動等について、調査・観測の結果得られた数値等を示したものです。 

また、公害関係の相談（苦情）の状況についても掲載しました。
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〈環境基本計画施策の体系〉 

めざす環境像 

新たな森林文化を創造し、ぬくもりのあるまち 飯能 

＜基本方針１＞ 

豊かな自然環境を継承 

する 

＜基本方針２＞ 

共生型のまちをつくる 

＜基本方針３＞ 

循環を支える社会を 

つくる 

＜基本方針４＞ 

協働型社会をつくる 

◎飯能市環境基本条例及び飯能市環境基本計画（改訂版）の詳細については、市役所３階の市政資料コーナ 

ーや市ホームページでご覧になれます。 

環境目標１ 

恵み豊かな自然を伝え 

ゆくまち 

環境目標２ 

自然と人が共に生きる 

やすらぎのあるまち 

環境目標３ 

循環の環を広げ環境に 

やさしいまち 

環境目標４ 

より良い環境のために 

行動するまち 

計画的に自然環 

境を保全する 

・自然環境の総合的保全の推進 ・地域生態系の保全と回復 

・条例等の規制による環境保全の展開・公共事業等における動植物への配慮 

多様な森をつく 

る 

・森林の多面的機能の見直しと強化 ・広域的な連携の推進 

・林業の振興 

里山や農地を保 

全する 

・里山の恵みを生かす ・自然とのふれあいの場として活用する 

・農地の保全と活用 ・市民参加による維持管理の推進 

豊かな流れを呼 

び戻す 

・水量の確保 ・生態系に配慮した河川・水路の整備 

・水辺の適正利用と市民参加による維持管理の推進 

みどりのつなが 

るまちをつくる 

・みどりのネットワークの形成 ・憩いの場の確保 

・みどりの保全と育成 ・市民参加による維持管理の推進 

・飯能の風景・景観の保全・創造の推進 

・自主規制やルールづくりによる景観整備、住環境整備の推進 

・監視・規制の強化 

美しい風景を創 

る

安全 ・安心なまち 

をつくる 

・公害防止や有害化学物質対策の強化 ・自然災害対策の推進 

・生活公害対策の推進 ・安心して歩ける道づくりの推進 

水循環の環をつ 

くる 

・雨水の地下浸透の促進 ・水質保全対策の推進 

・節水と雨水の有効利用の促進 ・上流・下流地域の交流の促進 

物質循環の環を 

つくる 

・ごみゼロ社会の構築 ・ごみの減量化・再利用 

・環境にやさしい消費生活の普及 ・資源としての有効利用 

地球にやさしい 

まちをつくる 

・省エネルギーの推進 ・未利用エネルギーの利用推進 

・環境にやさしい交通体系の展開 ・森林の公益的機能の発揮 

・地球環境の保全 

環境にやさしい 

人を育てる 

・体験の場の確保 

・学校教育、生涯学習における環境教育、環境学習の推進 

・環境配慮行動の推進 ・環境マネジメントシステムの普及 

活動の環を広げ 

る 

・協働型事業の推進 ・市民・事業者の活動への支援 

・情報交流の推進
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環境指標の動向・ 

環境施策の実施状況
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環境目標１ 恵み豊かな自然を伝えゆくまち 

＜基本方針－１＞ 豊かな自然環境を継承する 

環 境 指 標 
当初策定時 

（平成13年度） 

平成 19 年度末 

現在 

平成 24 年度までの 

目標 

西川材を活用した公共施設数 11施設 44施設 40施設 

緑地 

景観緑地指定面積 49.3ha 46.4ha 126ha 

緑のトラスト公有地化面積 1.9ha 1.9ha 2.2ha 

河川清掃の実施団体数 80団体 93団体 100団体以上 

自然体験教室の講座数 １講座 ５講座 ５講座 

市民農園の整備数 ２箇所 ２箇所 ４箇所 

方針１－１ 計画的に自然環境を保全する 

自然環境に関しては、環境保全条例に基づき、４６．４ｈａを景観緑地に指定し、所有者等への財 

政的な支援を実施して、緑地の保全に取り組んできました。また、清流に関する施策として、水質保 

全推進員３０人を委嘱し、公共用水域の水質の保全のためにご協力をいただいています。 

民間の開発行為に対しては、開発指導要綱等により環境保全について指導しています。市が行う公 

共事業に際しては、環境マネジメントシステムを運用し、環境配慮を実行しています。 

生物の生息環境に配慮し、貴重な植物の保護を実施していますが、さらに、環境に関する条例の整 

備等を進め自然環境の保全に努めます。 

（１）自然環境の総合的保全の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 緑の基本計画を策定し、市内の緑の保 

全・創造を推進します。 

都市計画課 （緑の基本計画策定について 

は検討中） 

・緑の基本計画を策定する。 

② 緑と清流のネットワークづくりを進める 

ための体制づくりや、市民の研究グル 

ープ・リーダーの育成を推進します。 

環境緑水課 ・水質保全推進員(３０人）の委 

嘱及び研修の実施 

・事業を継続 

③ 飯能市環境保全条例に基づき、景観緑 

地を指定します。また、飯能市緑の基 

金を活用し、景観緑地の公有地化など 

を推進します。 

環境緑水課 ・４６．４ｈａを景観緑地として指 

定し、補助金を交付 

・景観緑地指定及び補助金 

交付を継続 

・公有地化について検討 

④ 公益的機能を持つ森林の適正な維持 

管理を図るため、森林環境税の創設を 

要請します。 

農林課 ・全国森林環境税創設促進連 

盟に加盟し、要請を実施 

・引き続き連盟に加盟し要請 

を継続
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（２）地域生態系の保全と回復 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 景観緑地内の動植物の生息・生育状況 

を把握するため、動植物調査を行いま 

す。 

環境緑水課 ・はんのう市民環境会議の運 

営を支援し、連携により調査を 

実施 

・動植物調査を含めて、景観 

緑地内の自然環境調査を実 

施 

② 市内に生育する貴重な山野草の保護 

を進めます。 

環境緑水課 

生涯学習課 

・カタクリなど天然記念物の群 

生地は柵を設置するなどによ 

り保護を実施 

・保護を継続 

・植物所在調査の実施 

（景観緑地内は自然環境調 

査を実施） 

③ 学校や公園などにおけるビオトープ整 

備を促進します。 

都市計画課 

学校教育課 

・阿須運動公園東側、中央公 

園内及び小学校３校（加治東、 

東吾野、美杉台）に整備 

・新規の公園整備に際して検 

討

・整備を希望する学校へ支援 

（３）条例等の規制による環境保全の展開 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 飯能市環境保全条例に基づき、景観緑 

地を指定します。 

環境緑水課 ・４６．４ｈａを景観緑地として指 

定し、補助金を交付 

・景観緑地指定及び補助金 

交付を継続 

② 緑の基本計画を策定し、緑地保全区域 

の指定について、検討します。 

都市計画課 （緑の基本計画策定について 

は検討中） 

・緑の基本計画を策定する。 

③ 民間開発に対して、開発指導要綱によ 

り、緑地の確保や景観への配慮などに 

ついて指導します。 

都市計画課 ・開発指導要綱により指導を 

実施 

・指導を継続 

④ 市の環境に対する理念等を明らかに 

し、関連する条例の整備を行います。 

環境緑水課 （新規施策） ・環境基本条例の制定及び 

環境保全条例等の改正 

⑤ 自然環境や生活環境に支障のある土 

砂の埋め立て行為等の防止策を講じま 

す。 

環境緑水課 （新規施策） ・土砂の埋め立て行為等を 

規制する条例の制定等 

（４）公共事業等における動植物への配慮 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 公共事業の実施に際しては、多自然型 

工法の採用など動植物に配慮します。 

関係各課 ・各課の公共事業実施にあた 

り、ＩＳＯ14001 の推進により環 

境マネジメントシステムを運用 

し、環境配慮を実行 

・生物の生息環境に配慮した 

河川整備を実施 

・動植物に配慮した林道整備、 

農道整備を実施 

・環境マネジメントシステム 

の環境配慮チェック票による 

工事の設計・実施時の環境 

配慮の徹底
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方針１－２ 多様な森をつくる 

森林の有する国土保全、水源かん養、自然環境保全、地域の産業基盤、地球温暖化の防止などの多 

面的な機能を評価し、それらの機能を高めることをめざしていますが、まず、森林・林業に対する理 

解を深めていただくために、森林体験教室や講演会などを開催しています。また、森林環境教育を行 

う学校、団体やボランティアに対して森の番人による支援や指導を実施しています。平成１９年度に 

は森林文化都市宣言推進事業として各種事業を実施し、森林の持つ多面的機能や維持管理の重要さな 

どについて広くＰＲしました。 

林業振興策としては、各種間伐事業の実施や補助制度の充実等を推進しています。西川材の活用に 

ついても、住宅建設に対する補助、ペレットストーブによる未利用木質資源利用に対する補助などに 

より促進しています。 

（１）森林の多面的機能の見直しと強化 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 森林整備計画を推進し、健全な森林の 

保全・管理を行い、水土保全、森林と人 

との共生、資源の循環利用などといっ 

た森林の持つ多面的な機能を生かしま 

す。 

農林課 ・森の番人による市有林の整 

備、各種間伐事業の実施 

・健全な森林の造成と間伐材生 

産の実施 

・森林整備を継続実施し、 

森林の持つ多面的機能の 

発揮を図る。 

② 森林・林業に関する講座や体験教室を 

開催するなど、市民が森林・林業につ 

いて知り、理解を深める機会をつくりま 

す。 

農林課 

各公民館 

・森林体験教室、講演会の開催 

・緑の少年団活動、ボランティ 

アの支援及び森林環境教育の 

支援 

・小学生チャレンジスクールとし 

て、西川材についての学習及 

び工作教室を実施 

・事業を継続 

③ 針葉樹や広葉樹の特性を生かした森 

づくりを進めます。 

農林課 （新規施策） ・森林経営計画に基づき、 

市有林の特性に合った施業 

を進めていく。 

（２）広域的な連携の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 森林の持つ多面的な機能や、森林の 

維持管理の大切さなどについて、下流 

地域を含めた広域的な地域に対し、情 

報提供やＰＲを行います。 

農林課 ・森林体験教室、講演会の開催 

・緑の少年団活動、ボランティ 

アの支援及び森林環境教育の 

支援 

・森林文化都市宣言推進事業 

を実施 

・啓発事業、講演会、森林 

環境教育の他、ボランティ 

アの支援及び企業の森等 

の導入を図る。 

② 下流地域を含めた広域的な森林ボラン 

ティアの仕組みづくりを進めます。 

市民参加推 

進課 

農林課 

・森の番人による森林環境教育 

及びボランティアの指導、支援 

・森林文化都市宣言推進事業 

を実施 

・森の番人による学生等へ 

の森林環境教育の指導、支 

援により広域的な森林ボラ 

ンティアの仕組みづくりを進 

める。
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

③ 森の里親制度の検討など、都市住民と 

山村との交流を促進します。 

農林課 （新規施策） ・森林体験教室で間伐・炭 

焼き・きのこのほだ木づくり 

を実施するなどにより交流 

を進める。 

④ 県の進めるみどりの環境税制の創設 

に協力します。 

農林課 

環境緑水課 

（新規施策） ・県との連携を図る。 

・「彩の国みどりの基金」（平 

成２０年４月創設）を活用し 

て実施する事業への協力 

（３）林業の振興 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 森林所有者に対する森林保全への協 

力の呼びかけや、森林の維持管理に対 

する支援などを行いながら、健全な森 

林の育成、維持管理を促進します。 

農林課 ・集落地沿道間伐事業、緊急 

間伐事業の実施及び間伐奨 

励事業補助金等の交付 

・事業を継続 

② 市有林の育成・維持管理を行います。 農林課 ・森の番人による市有林の育 

成・維持管理の実施 

・事業を継続 

③ 林業従事者の育成・確保や林業事業体 

の育成強化、林業に関わる作業の共同 

化などを推進し、林業の生産体制を強 

化します。 

農林課 ・林業従事者の育成・確保の 

ため森の番人事業を実施 

・森林整備地域活動支援交付 

金の交付により、作業の共同 

化を推進 

・市有林からの素材生産事業 

及び担い手育成事業による後 

継者団体の育成 

・事業を継続 

④ 林業の効率化・能率化を図るため、林 

道などの林業生産基盤の整備や、林業 

施設の整備を行います。 

農林課 ・生産基盤として作業道、林道 

の整備を実施 

・作業道、林道の整備に対し、 

森林組合へ補助金を交付 

・事業を継続 

⑤ 西川材のＰＲを行いながら、建材や木 

材製品などの他、木質ペレット、チップ 

等の未利用木質資源の活用を促進しま 

す。 

農林課 ・西川材フェアの開催 

・西川材使用住宅補助事業 

（平成１７～１９年度：５１件分） 

・ペレットストーブによる未利 

用木質資源利用のＰＲ及び補 

助（平成１９年度補助対象：４１ 

台） 

・事業を継続 

⑥ 公共施設における西川材の利用を推進 

します。 

農林課 

建築課 

関係各課 

・市庁舎別館や観光案内所の 

建設などに際し、西川材の利 

用を推進（平成１９年度末現在 

４４施設で利用） 

・継続して推進 

（名栗小学校建築事業など 

で西川材を利用し、庁内の 

木質化も進めていく） 

⑦ 森林保全や林業に対する理解を深める 

ため、森林ボランティアの活動を支援し 

ます。 

農林課 ・森の番人によるボランティア 

支援の実施 

・事業を継続 

⑧ 森林・林業の啓発活動や体験学習を進 

めるため、森林・林業に関わる各種組 

織との連携を強化します。 

農林課 ・森林体験教室、講演会の開 

催、緑の少年団活動、ボラン 

ティアの支援及び森林環境教 

育の支援などにおいて各種組 

織と連携 

・事業を継続
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

⑨ 森林・林業に関する講座や体験教室、 

エコツアーを開催するなど、市民等が 

森林・林業について理解を深める機会 

をつくります。 

農林課 

エコツーリズ 

ム推進室 

各公民館 

・森林体験教室、講演会の開 

催

・緑の少年団活動、ボランティ 

アの支援及び森林環境教育 

の支援 

・子ども体験教室など西川材 

についての学習及び工作教室 

の実施 

・各種事業を継続して推進 

し、市民、学生等の理解を 

深める。 

・エコツアーの実施により機 

会を提供する。 

⑩ 学校教育において、森林に関する学習 

や林業体験を進め、子どもたちの森林・ 

林業に対する理解を深めます。 

農林課 

学校教育課 

・森の番人による森林環境教 

育の支援等を実施 

・森林環境教育の支援を継 

続実施 

・市有林を活用し、林業関係 

団体との連携を図り、学校 

教育において、森林につい 

て体験的に学ぶ学習を展開 

する。 

⑪ 市内で行われる森林保全活動や林業 

体験に関する情報を収集し、提供しま 

す。 

農林課 ・ボランティアグループへ市有 

林を提供し管理事業の体験を 

してもらうとともに、情報を提 

供 

・事業を継続
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方針１－３ 里山や農地を保全する 

かつて、農業や生活の中での物質循環が営まれていた里山の原風景が失われつつある中で、平成１ 

９年度からはんのう市民環境会議を中心に天覧入谷津田の再生・活用の事業に取り組んでいます。ま 

た、森林体験教室において炭焼きを実施するなど里山の恵みを生かす仕組みづくりをしています。エ 

コツーリズム事業の推進などによりこうした自然とふれあう機会を拡充していきます。 

市民農園や農業体験教室の場として農地を有効利用し、遊休水田でのマコモタケ栽培などにより農 

地の保全と活用を図っています。また、ボランティアグループに市有林を提供し森林管理の実践を行 

っています。 

（１）里山の恵みを生かす 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 落ち葉の堆肥化や雑木による炭づくり 

など、市民が里山の恵みに親しめるよ 

う、里山を利用しやすい仕組みづくりを 

検討します。 

農林課 

環境緑水課 

・森林体験教室において間伐体 

験、間伐木を利用した炭焼きの 

実施 

・はんのう市民環境会議との連 

携により天覧入谷津田の再生・ 

活用を計画し、作業に着手 

・森林啓発事業として体験 

教室を継続実施 

・天覧入谷津田の再生・活 

用事業を継続 

② 里山の自然や恵みに関する市民の理 

解を深めるため、自然観察、農林業体 

験などの里山に親しむ機会づくりや、 

情報提供などを行います。 

農林課 

環境緑水課 

エコツーリズ 

ム推進室 

・森林体験教室において間伐体 

験、間伐木を利用した炭焼きの 

実施 

・はんのう市民環境会議との連 

携により天覧入谷津田の再生・ 

活用を計画し、作業に着手する 

とともに、作業状況等をホーム 

ページに掲載 

・森林啓発事業として体験 

教室を継続実施 

・天覧入谷津田の再生・活 

用事業を継続 

・はんのう市民環境会議を 

中心に自然観察会などを 

実施 

・エコツアーの実施により機 

会を提供 

（２）自然とのふれあいの場として活用する 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 景観緑地を里山として保全するととも 

に、自然とふれあう場として活用しま 

す。 

環境緑水課 ・４６．４ｈａを景観緑地として指 

定し、そのうちの天覧入谷津田 

について再生・活用を計画し、 

作業に着手 

・事業を継続 

・景観緑地保全・活用計画 

の策定 

・天覧入谷津田の再生・活 

用事業を継続 

② 農林業体験と連携した自然とふれあう 

レクリエーション活動を促進します。 

農林課 ・農業体験教室において農業 

委員の指導のもとで野菜づくり 

を実施 

・森林体験教室において間伐 

体験、間伐木を利用した炭焼き 

の実施 

・農業体験教室、森林体験 

教室の継続実施 

③ 学校教育における農林業体験を進め 

ます。 

農林課 

学校教育課 

・森の番人事業により森林環境 

教育の実施 

・小学校児童の収穫体験を実 

施 

・森林環境教育の支援を継 

続実施 

・農林業関係者と学校との 

連携を図り、森林について 

体験的に学ぶ学習を教育 

課程に位置づけて実施
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

④ 里地、里山の身近な自然、地域の産業 

や生活文化を活用したエコツーリズム 

事業などの推進や森林インストラクタ 

ーなどを活用し、市民等が自然とふれ 

あう機会を拡充します。 

農林課 

エコツーリズ 

ム推進室 

・森林ボランティアグループへ 

市有林の提供を実施 

・市有林の提供を継続 

・エコツアーの実施による機 

会の提供 

⑤ 身近な里山を利用した森のようちえん 

づくりを進めます。 

子ども家庭 

課 

・身近な里山などの自然環境を 

活用し、心身ともに豊かな情操 

教育の一環として体験活動を実 

施 

・事業を継続 

⑥ 市有林などを活用した森林体験教室や 

森林ボランティアが活躍する市民の森 

づくりを進めます。 

農林課 （新規施策） ・森林体験教室で間伐・炭 

焼き・きのこのほだ木づくり 

を実施 

・団体に市有林を貸し出し、 

枝打ち・間伐を実施 

（３）農地の保全と活用 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 休耕地の活用など様々な手法により、 

生活環境上の緑地機能、保水機能など 

の多面的機能を有している農地の保全 

を図ります。 

農林課 ・遊休水田でマコモタケを栽培 

し、農地を有効利用 

・休耕地の有効活用を継続 

② 市民農園など、市民と連携した農地の 

利用を推進します。 

農林課 ・農業委員の指導のもと、市民 

農園事業（小久保農場７７区 

画、阿須農場１３２区画）、農業 

体験教室（２０区画を利用）を 

実施 

・市民農園事業、農業体験 

教室を継続 

③ 有機農法や低農薬農法など、環境を重 

視した農業を奨励します。 

農林課 ・環境にやさしい農業を営む農 

家に対し県が認定するエコフ 

ァーマーの登録を推奨（平成１ 

９年度末登録者数：２４人） 

・事業を継続 

④ 農地などにおける鳥獣害対策を行いま 

す。 

農林課 ・作物のイノシシ等による被害 

防止のための電気柵設置等 

に対して野生動物被害防止施 

設設置費補助事業を実施（平 

成１９年度：３２件） 

・事業を継続 

⑤ 農業の担い手の育成や、農作物の流通 

の確保などにより、農業振興を進めま 

す。 

農林課 ・農家、農林振興センターの指 

導のもとで担い手育成総合支 

援事業として方策の検討など 

を実施 

・事業を継続 

・はんのう生活祭で収穫を 

アピールするなど、農業に 

対する関心を高める。
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（４）市民参加による維持管理の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① ボランティア活動による緑の管理を支援 

します。 

市民参加推 

進課 

農林課 

環境緑水課 

・森林ボランティアグループへ 

市有林を提供し管理を実施 

・ボランティアと連携し、緑のト 

ラスト地内の清掃等を実施 

・事業を継続 

② 市内で行われる森林保全活動や林業体 

験に関する情報を収集し、提供します。 

農林課 ・森林ボランティアグループへ 

市有林を提供し管理を実施し 

てもらうとともに情報を提供 

・森林文化都市宣言推進事業 

の実施を通じて情報を収集、 

提供 

・森林ボランティアグループ 

による市有林管理を継続す 

るとともに情報提供も継続
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方針１－４ 豊かな流れを呼び戻す 

本市のシンボルの一つであり、市民の貴重な水源となっている清流の保全のために、各種間伐事業 

の実施など森林整備を実施しています。また、河川・水路等の整備に際しては、環境マネジメントシ 

ステムを運用し、環境配慮を実行しています。 

河川利用者などによる水辺環境への影響を考慮し、飯能河原クリーンキャンペーンや夜間パトロー 

ルなど保全のための取り組みを実施しています。また、河川清掃実施自治会へ補助金を交付し、市民 

による水辺の維持管理を推進します。 

（１）水量の確保 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 健全な森林の育成や維持管理を推進 

し、森林の保水力を高めます。 

農林課 ・森の番人による森林整備、各 

種間伐事業の実施により健全 

な森林を造成 

・事業の継続により保水力 

を高める。 

② 透水性舗装など雨水浸透施設の普及を 

図るとともに宅地内の緑化や土壌面を 

残すことにより、雨水の地下浸透を進め 

ます。 

道路課 

建築課 

都市計画課 

土地区画整 

理事務所 

・道路、園路等の雨水を地下 

に浸透させる舗装材を使用 

・事業を継続 

・可能な場所は浸透桝を設 

置 

（２）生態系に配慮した河川・水路の整備 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 動植物の生息環境に配慮した河川・水 

路等の整備を行います。 

農林課 

道路課 

・生態系に配慮した河川等の 

整備 

・事業を継続 

・環境マネジメントシステム 

の環境配慮チェック票によ 

る工事の設計・実施時の環 

境配慮の徹底 

② 湧水等を活用した水辺の整備を検討し 

ます。 

道路課 

土地区画整 

理事務所 

・水辺環境に配慮して河道の 

整備を実施 

・藤田堀及び麦宇田川につ 

いて、水辺環境に配慮した 

河道整備の実施を検討 

（３）水辺の適正利用と市民参加による維持管理の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 水辺環境保全への協力に関するＰＲを 

強化します。 

商工観光課 

環境緑水課 

・飯能河原クリーンキャンペー 

ンやチラシの配布などを行い、 

ごみの持ち帰り等を啓発 

・事業を継続 

② 河川パトロールや河原利用のルールづ 

くりなど、水辺環境保全の仕組みづくり 

を進めます。 

商工観光課 

環境緑水課 

・飯能河原の夜間パトロール、 

クリーンキャンペーン等を実施 

し、夜間騒音を防止し、水辺環 

境を保全 

・関係機関と連携し、夜間 

の花火等での騒音や青少 

年の不良行為を防ぐため 

活動を継続して実施 

③ 地域住民による河川清掃などの美化活 

動を支援します。 

市民参加推 

進課 

商工観光課 

環境緑水課 

・飯能河原クリーンキャンペー 

ンや啓発チラシの配布を実施 

・河川清掃を実施した自治会 

への補助金交付（平成１９年 

度：９３件） 

・事業を継続
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環境目標２ 自然と人が共に生きるやすらぎのあるまち 

＜基本方針－２＞ 共生型のまちをつくる 

環 境 指 標 
当初策定時 

（平成 13 年度） 

平成 19 年度末 

現在 

平成 24 年度までの 

目標 

市内の公園、緑地の供用面積 

（都市計画区域内） 
44.44ha 62.64ha 66ha 

大気汚染物質濃度（市庁舎東側で測定） 

二酸化窒素濃度（１時間値の最 

高値） 
0.063ppm 0.049ppm 環境基準0.04ppm以下 

光化学オキシダント濃度（１時 

間値が0.06ppmを超えた日数） 
112日 86日 ０日 

浮遊粒子状物質濃度（１時間値 

の最高値） 
0.137mg/ｍ 3 0.186mg/ｍ 3 環境基準0.20mg/ｍ 3 以下 

河川の水質状況（市内３河川１０ヶ所で測定：値は各測定地点の平均値）※平成１３年度は７ヶ所で測定 

pH（水素イオン濃度） 7.6～8.2 7.8～8.3 
環境基準（Ａ類型） 

6.5～8.5 

BOD（生物化学的酸素要求量） 0.5～1.3mg/ℓ 0.5～1.5mg/ℓ 
環境基準（Ａ類型） 

2mg/ℓ以下 

DO（溶存酸素量） 10.2～12.4mg/ℓ 9.9～11.8mg/ℓ 
環境基準（Ａ類型） 

7.5mg/ℓ以上 

SS（浮遊物質量） 1～2mg/ℓ 1～2mg/ℓ 
環境基準（Ａ類型） 

25mg/ℓ以下 

大腸菌群数 7100～16000MPN/100mℓ 3500～19000MPN/100mℓ 
環境基準（Ａ類型） 

1000MPN/100mℓ以下 

道路交通騒音レベル（市内９ヶ所で測定）※平成１３年度は８ヶ所で測定 

昼間 68～72dB 66～71dB 環境基準70dB以下 

夜間 64～69dB 62～69dB 環境基準65dB以下 

道路交通振動レベル（市内３ヶ所で測定） 

昼間 34～42dB 34～43dB 要請限度65dB以下 

夜間 32～39dB 32～36dB 要請限度60dB以下 

ダイオキシン類濃度（大気は市内９ヶ所、土壌は市内５ヶ所で測定）※平成１３年度の大気は８ヶ所で測定 

大気 0.068～0.17pg-TEQ/ｍ 3 
0.0088～0.110 

pg-TEQ/ｍ 3 
環境基準 

0.6pg-TEQ/ｍ 3 以下 

土壌 0.092～13pg-TEQ/g 0.00013～6.9pg-TEQ/g 
環境基準 

1000pg-TEQ/g以下
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方針２－１ みどりのつながるまちをつくる 

市民の憩いと交流の場として公園・緑地は約６２ha、ハイキングコースは１７コースを整備し、維 

持管理を実施しています。また、これらをより利用しやすくするために、３２か所の観光トイレのほ 

か四阿や各公園にもトイレの整備を進めています。 

緑の募金緑化事業交付金により苗木の配布、植樹を実施するなどにより緑化を推進するほか、みど 

りの創出を行うまちづくり事業の支援や道路等の植栽管理を実施しています。 

（１）みどりのネットワークの形成 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 緑の基本計画を策定し、緑の保全、創 

出を推進します。 

都市計画課 ・緑の基本計画策定について 

は検討中 

・緑の基本計画を策定する。 

② 緑のトラスト保全地と連続する河岸緑 

地の保全を推進します。 

環境緑水課 （施策内容の変更） ・トラスト保全地の河岸緑地 

と一体的に保全を図る。 

（２）憩いの場の確保 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市民の憩いの場となる公園・緑地の整 

備を進めます。 

都市計画課 

土地区画整 

理事務所 

・公園・緑地として６２．６４ｈａ 

を整備し、管理を実施 

・土地区画整理地内に計画さ 

れた公園用地の確保に努め 

る。 

・平成２０年度以降美杉台地 

区、笠縫土地区画整理地区 

内に整備を計画 

② 関東ふれあいの道、奥武蔵自然歩道な 

ど、自然に親しめる散策路の整備・活用 

を促進します。 

商工観光課 

道路課 

・ハイキングコースの整備・ 

維持管理を実施（１７コース、 

184.5km） 

・事業を継続 

③ 河川敷の有効利用を促進します。 商工観光課 

都市計画課 

・飯能河原の河川占用許可を 

受け、納涼大会等の観光事 

業を実施 

・阿須運動公園、岩沢運動公 

園の管理 

・南町地内、川寺地内の河川 

敷を地元自治会の管理によ 

り利用 

・事業を継続 

④ 公園や散策路などを利用しやすくする 

ため、トイレや休憩所などの付属施設を 

整備します。 

商工観光課 

子ども家庭 

課

都市計画課 

・整備済観光トイレ３２か所を 

四阿等の施設と合わせて管 

理

・各公園等にトイレを整備 

・街区公園出入口等の段差 

解消などバリアフリー化に着 

手 

・観光トイレを年次計画に沿 

って整備し、休憩所などの施 

設と合わせて維持管理を実 

施

・公園施設バリアフリー事業 

として出入り口等の段差解消 

を進める。 

⑤ 道路敷地の利用や建物の更新に合わ 

せたポケットパーク、街角広場の整備を 

図ります。 

道路課 

都市計画課 

関係各課 

・平成１８年度にまちなか小 

公園候補地を選定 

・中心市街地活性化と併せて 

検討
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（３）みどりの保全と育成 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市内にある巨木などの保全を図ります。 環境緑水課 

生涯学習課 

・指定文化財となっている巨 

木の衰弱等に対して樹勢回 

復事業を実施 

・巨木の所在調査を実施 

・指定文化財となっている巨 

木の保全事業を継続 

② 苗木の配布を行い、緑化を支援します。 農林課 ・緑の募金緑化事業交付金 

による苗木の配布、植樹の 

実施（平成１９年度：約 1,000 

本） 

・事業を継続 

③ 宅地などにおける生け垣等の設置を促 

進します。 

建築課 

都市計画課 

・地区計画制度などに基づい 

て実施 

・広報等による啓発活動を実 

施するとともに、地区計画な 

どに基づく生け垣等の設置 

を促進 

④ 公園や緑地などにおいて、緑の適正な 

維持管理を行います。 

子ども家庭 

課

都市計画課 

・子ども広場、児童公園、都 

市公園などの管理において 

実施 

・事業を継続 

⑤ 街路樹の植栽や花いっぱい運動などに 

より、道路等の緑化を推進します。 

市民参加推 

進課 

道路課 

都市計画課 

・まちづくり事業の支援や道 

路等の植栽管理により推進 

・事業を継続 

（４）市民参加による維持管理の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① ボランティア活動による公園、緑地の維 

持管理を支援します。 

市民参加推 

進課 

商工観光課 

子ども家庭 

課

都市計画課 

・奥武蔵自然公園管理委員 

会による奥武蔵自然公園内 

の清掃活動、ボランティアに 

よる子ども広場の管理、公園 

美化活動団体制度実施要綱 

による活動などを支援 

・事業を継続
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方針２－２ 美しい風景をつくる 

歴史的・文化的資源なども含めた風景、景観を保全・活用し、美しい飯能を実現するため、取り組 

みは広範囲に及びます。歴史文化資源の保全・活用のために、「文化財マップ」、「お宝スポット」の作 

成を継続して実施しています。 

観光案内板や各公園の案内看板などは、風景・景観に配慮し、効果的な設置に努めています。公共 

施設の整備・改修等に際しては、景観への調和とともに、西川材の活用を図ります。また、市街地、 

農村集落、山間地域といった、それぞれの地域特性にあった景観形成、住環境整備を進めます。 

景観や住環境の整備に当たっては、広報への記事掲載、チラシの配布等により啓発を実施していま 

すが、今後は条例による規制を検討します。 

（１）飯能の風景・景観の保全・創造の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市内にある歴史文化資源を保全・活用 

します。 

生涯学習課 

郷土館 

・「文化財マップ」（加治・精明 

地区、吾野・東吾野地区）を作 

成し、活用 

・「お宝スポット」（１～3 号）を 

作成し、活用 

・文化財講座、文化財めぐり 

の開催など 

・事業を継続 

② 景観計画の策定を検討し、魅力的な景 

観形成や適切な土地利用を進めます。 

建築課 

関係各課 

（未着手） ・まちづくりに対する重要な 

指針であり、市街地政策事 

業など総合的な観点から検 

討すべく全庁的に取り組む。 

③ 案内板などを有効に活用し、良好な景 

観づくりを進めます。 

商工観光課 

道路課 

都市計画課 

生涯学習課 

・観光案内板の作成、維持管 

理

・阿須運動公園、美杉台公 

園、あけぼの子どもの森公園 

の案内看板を公共サインマニ 

ュアルに基づき設置 

・文化財説明板の作成、維持 

管理 

・観光案内板の作成、維持管 

理及び文化財説明板の作成 

を継続 

・中央公園等の案内看板の 

公共サインマニュアルに基 

づく設置を検討 

④ レンゲやコスモス、そば等の景観作物 

による農村の景観づくりを進めます。 

農林課 ・精明地区まちづくり推進委員 

会主催のコスモスの種まきや 

まつりを実施 

・まちづくり推進委員会により 

継続実施 

⑤ 街路樹の植栽や花いっぱい運動など 

により、道路等の緑化を推進します。 

市民参加推 

進課 

道路課 

都市計画課 

・まちづくり事業の支援や道路 

等の植栽管理により推進 

・事業を継続 

⑥ 景観緑地の新たな指定や飯能市緑の 

基金を活用し、景観緑地の公有地化な 

どを推進します。 

環境緑水課 ・４６．４ｈａを景観緑地として 

指定し、補助金を交付 

・景観緑地指定及び補助金 

交付の継続 

・公有地化について検討 

⑦ 緑のトラスト保全地の管理を行いま 

す。 

環境緑水課 ・保全のための下草刈り等を 

実施 

・事業を継続 

⑧ 緑濃い針葉樹を背景に花木の映える 

美しい都市づくりを進めます。 

農林課 （新規施策） ・コスモス等景観形成作物の 

植付
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

⑨ 花をテーマにしたまちづくりを展開し、 

本市の魅力の向上を図ります。 

商工観光課 （新規施策） ・花木等による良好な生活環 

境や景観を整備する事業を 

行なう団体を支援すること 

で、本市の活性化及び集客 

力の向上を図る。 

⑩ 市街地や農村集落の背景となる斜面 

緑地や入間川沿いの緑の保全、住宅 

地の緑化を推進します。 

農林課 

環境緑水課 

都市計画課 

（新規施策） ・緑の募金緑化事業交付金 

を活用し、緑化活動及び苗 

木配布を実施 

・緑のトラスト保全地内の下 

草刈り、清掃等を実施 

・地区計画に対する市民から 

の要望を受け、支援する。 

⑪ 山野草の自生地、桜並木、広葉樹の自 

然林などの景観の保全と活用を図りま 

す。 

商工観光課 

農林課 

環境緑水課 

生涯学習課 

（新規施策） ・観光客の増加を目的に、多 

彩な観光資源の魅力を高め 

るために観光基盤の整備を 

行なう。 

・森林環境プロジェクト（駿河 

台大学）、森林環境教育事業 

に関する市有林利用の協定 

（聖望学園高校）などを通じ、 

広葉樹の植樹により、景観を 

形成する。 

・景観緑地保全・活用計画の 

策定を検討 

・植物所在調査の実施 

⑫ 公共施設の整備・改修などに当たって 

は、周囲の自然や街並み景観への調 

和を図ります。 

関係各課 （新規施策） ・道路照明灯、カーブミラー、 

ガードレール等を設置する際 

に配慮 

・校舎大規模改修・耐震補強 

工事における校舎外壁塗 

装、耐震補強ブレースの塗 

装などの色彩事業での調和 

⑬ 公共施設や遊歩道の案内板、ベンチな 

どに西川材の活用を図ります。 

商工観光課 

関係各課 

（新規施策） ・観光客の増加を目的に、多 

彩な観光資源の魅力を高め 

るために観光・公衆トイレや 

ハイキングコース上の指導 

標等観光基盤の整備に活用 

・校舎大規模改修・耐震補強 

事業における校舎内装木質 

化、木製備品使用などにより 

活用 

⑭ 中心市街地においては、電線類の地 

中化を検討します。 

政策企画課 （新規施策） ・庁内に「中心市街地活性化 

推進本部」を設置し、総合的 

な観点から検討を進める。 

⑮ 屋外広告物等についてのガイドライン 

を作成し、良好な街並みの形成を図り 

ます。 

道路課 

建築課 

都市計画課 

（新規施策） ・屋外広告物法及び埼玉県 

屋外広告物条例に基づく適 

正な屋外広告の表示・掲出 

の規制により、良好な景観の 

形成や風致を維持し、公衆 

に対する危害を防止する。
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

⑯ 西川材を使用した住宅づくりを促進しま 

す。 

農林課 ・西川材を使用して住宅・店舗 

等を新築・リフォームした際の 

西川材使用住宅補助事業を 

実施 

・事業を継続 

⑰ 景観間伐を促進し、山間地域における 

景観の向上を図ります。 

農林課 （新規施策） ・要望に応じ集落地沿道間伐 

事業を実施 

（２）自主規制やルールづくりによる景観整備、住環境整備の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 観光ごみの持ち帰り運動を推進しま 

す。 

商工観光課 ・チラシ等の配布及び呼びか 

けにより啓発 

・事業を継続 

② ポイ捨ての防止、犬などのペットの飼 

い方やマナーに関する啓発を進めま 

す。 

環境緑水課 

廃棄物対策 

課

保健センター 

・広報への啓発記事等の掲載 

・定期的なパトロールの実施 

により不法投棄の防止と啓発 

・飯能・日高狂犬病予防協会 

による「犬の飼い方教室」の開 

催 

・事業を継続 

・住民との協力により不法投 

棄をされない地域づくりを目 

指す 

・ポイ捨て防止などについて 

条例による規制を検討 

③ 市民清掃デーや河川清掃など、地域に 

おける美化運動を支援します。 

市民参加推 

進課 

商工観光課 

環境緑水課 

クリーンセン 

ター 

・飯能河原クリーンキャンペー 

ン等の実施 

・市民清掃デーの実施 

・河川浄化実施自治会への補 

助（平成１９年度：９３件） 

・事業を継続するとともに、自 

治会活動への支援等を実施 

④ 美しい住宅地の形成に向けて地区計 

画や建築協定、緑化協定制度の活用 

を検討します。 

建築課 

都市計画課 

（制度を活用した事案なし） ・制度として継続 

⑤ 山間地域の稜線付近の間伐や広葉樹 

化を進め、住宅地への日照に配慮した 

環境づくりを推進します。 

農林課 ・集落地沿道間伐事業、景観 

間伐事業を実施 

・事業を継続 

（３）監視・規制の強化 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市民、事業者に対し、廃棄物の適正処 

理に関する指導を行います。 

環境緑水課 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

・説明会、広報活動等により廃 

棄物の適正な排出を指導 

・野焼きや廃棄物の不適正保 

管などに対し、県と連携して指 

導 

・事業を継続 

・事業者に対し、商工会議所 

などを通じて適正な処分を指 

導 

② 関係機関との連携やパトロールを強化 

し、山間部、河川等への不法投棄の防 

止を図ります。 

農林課 

環境緑水課 

廃棄物対策 

課

道路課 

・関係機関との連携で定期的 

なパトロールの実施により不 

法投棄の防止を図る。 

・監視カメラの設置等により対 

策を強化 

・森の番人によるパトロールや 

柵の設置など不法投棄防止活 

動の実施 

・事業を継続 

・関係各課が連携し、パトロ 

ールを強化 

③ 捨て看板や違法広告物などに対する 

指導、撤去を行います。 

道路課 

建築課 

都市計画課 

・屋外広告物許可制度により 

適正な指導を実施 

・屋外違反広告物簡易除去の 

実施 

・事業を継続
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方針２－３ 安全・安心なまちをつくる 

ダイオキシン類、ゴルフ場農薬、地下水汚染、道路騒音・振動、二酸化窒素濃度などの調査を継続 

して実施し、 数値の把握をしています。 県との連携による特定事業所への立ち入り調査・指導の実施、 

野焼きや不法投棄防止のための定期的なパトロール実施など、公害防止に努めています。 

自然災害に対しては、自主防災組織の育成を推進しています。また、危険箇所や自然災害時の対応 

等についての情報を提供するため、防災ガイドマップを作成し、全戸配布しました。 

歩行者の安全確保については、道路照明灯や防犯灯の設置を進めるとともに、歩道の整備を進めて 

います。歩行空間の確保のために、自転車駐車場の整理と合わせて放置自転車の撤去を実施していま 

す。 

（１）公害防止や有害化学物質対策の強化 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 各種環境公害調査を継続して実施しま 

す。 

環境緑水課 ・ダイオキシン類環境調査、 

ゴルフ場農薬検査、地下水 

汚染検査、道路騒音・振動調 

査、二酸化窒素濃度調査の５ 

事業を業務委託により実施 

・事業を継続 

② 監視体制の充実や事業者に対する指導 

を行うとともに、事業活動に伴う公害防 

止を徹底します。 

環境緑水課 ・県と連携し特定事業所に定 

期的に立ち入り調査を行い、 

指導等を実施 

・事業を継続 

③ 環境パトロールを強化し、野外焼却や 

不法投棄の監視を行います。 

環境緑水課 

廃棄物対策 

課 

・野焼きや不法投棄の防止 

のため、定期的にパトロール 

を実施 

・事業を継続 

④ 公害発生の広域化に対し、県や近隣自 

治体と連携して環境保全対策を進めま 

す。 

環境緑水課 ・道路騒音・振動他各種公害 

調査を実施するとともに、県 

等との連携により公害につい 

ての啓発を実施 

・事業を継続 

⑤ 一般廃棄物の適正な処理を行い、廃棄 

物処理による公害の発生を防止しま 

す。 

クリーンセン 

ター 

・廃棄物の分別徹底と適正処 

理

・処理施設の計画的な修繕 

や環境検査の実施による公 

害防止 

・事業を継続 

⑥ 有害物質等に関する情報を収集し、提 

供します。 

環境緑水課 ・県や関係機関との連携によ 

り、地域住民への地下水汚 

染、土壌汚染等の情報提供 

と啓発を実施し、被害の防止 

に努める。 

・事業を継続
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（２）自然災害対策の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 自主防災組織を育成します。 危機管理室 ・自主防災組織が行う防災訓 

練及び防災資機材の購入に 

対する補助（平成１９年度末： 

自主防災組織数 ８５組織、 

世帯率 ８６．０９％） 

・自主防災組織の育成を推 

進し、組織率１００％を目標と 

する。 

② 危険箇所の巡視や災害防止対策を実 

施します。 

危機管理室 

関係各課 

・各課の連携による危険箇所 

の巡視や災害防止対策の実 

施 

・事業を継続 

③ 危険箇所や自然災害時の対応、自然災 

害対策などに関する情報提供やＰＲを 

行います。 

危機管理室 

関係各課 

・防災ガイドマップを作成し、 

全戸配布により情報を提供 

・情報提供や啓発を継続 

④ 健全な森林の育成や維持管理を推進 

し、森林における自然災害の防止を進 

めます。 

農林課 ・森の番人による市有林の整 

備、各種間伐事業を実施し、 

健全な森林の育成を実施 

・森林整備の継続実施によ 

り、森林の持つ多面的機能 

の発揮を図る。 

（３）生活公害対策の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市民への啓発や事業者に対する指導な 

どにより、静穏な住環境を保持するため 

生活公害防止対策を推進します。 

環境緑水課 ・広報による公害防止につい 

ての啓発 

・苦情・相談に基づき公害原 

因者への指導を実施 

・事業を継続 

② 近隣の生活騒音やペット公害などの防 

止のため、モラルの向上と意識の啓発 

を図ります。 

環境緑水課 

保健センター 

・広報による公害防止、モラ 

ル向上についての啓発 

・飯能・日高狂犬病予防協会 

による「犬の飼い方教室」の 

開催 

・事業を継続 

（４）安心して歩ける道づくりの推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 歩道の整備を進めるとともに、街路灯整 

備や緑化等により、安全で快適な歩行 

空間づくりを推進します。 

生活安全課 

商工観光課 

道路課 

都市計画課 

・道路照明灯や防犯灯を設置 

（平成１９年度：道路照明灯 

６基、防犯灯 ６４基） 

・道路・街路の整備事業にお 

いて歩道を整備 

・事業を継続 

・奥武蔵自然歩道等のハイ 

キングコースの整備を推進 

② 安心して歩ける歩行空間を確保するた 

め、道路等における放置自転車などへ 

の対策を推進します。 

生活安全課 ・放置自転車の撤去 

・市営自転車駐車場の整理 

・事業を継続 

③ 交通事故の防止や自転車利用のマナ 

ー向上のため、交通安全教育の充実を 

図ります。 

生活安全課 ・交通安全教育の実施（平成 

１９年度：幼児・児童 ５２回、 

高齢者 １５回） 

・街頭指導等の実施 

・事業を継続
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環境目標３ 循環の環を広げ環境にやさしいまち 

＜基本方針－３＞ 循環を支える社会をつくる 

環 境 指 標 
当初策定時 

（平成13年度） 

平成 19 年度末 

現在 

平成 24 年度までの 

目標 

一般廃棄物排出量 28,008ｔ 26,362ｔ 25,500ｔ以下 

資源化率（有用資源物量／全処理量） 18.7％ 30.7％ 30％ 

太陽光発電を利用した公共施設数 ― ― 1箇所以上 

雨水利用を行っている公共施設数 １箇所 １箇所 当初値よりも増やす 

公共下水道普及率 54.4％ 61.0％ 73％ 

合併処理浄化槽設置補助件数（累計） 1,175基 1,921基 2,400基 

方針３－１ 水循環の環をつくる 

本市は入間川や高麗川などの上流部に位置することから、森林の保水力を高めるため各種間伐事業 

の実施など水源林の保全・整備に努めています。 

水質保全対策として、合併処理浄化槽の設置や維持管理に補助を実施し、普及を推進しています。 

公共下水道の整備についても推進しており、普及率は６１％となっています。生活排水処理基本計画 

や原市場・名栗清流保全実施計画を策定し、これらに沿って生活排水処理対策に取り組んでいます。 

水資源に対する意識高揚のため、啓発活動として水道週間等のイベント開催時、水道施設見学会等 

において、パンフレット配布、飯能水配布・販売を実施しています。 

河川の上下流域の連携により水質・水量・生態系の保全を図るため、森林の多面的機能や維持管理 

の大切さなどについて、下流地域を含め広域的に情報発信をしていきます。 

（１）雨水の地下浸透の促進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 透水性舗装など雨水浸透施設の普及を 

図るとともに、宅地内の緑化や土壌面を 

残すことにより、雨水の地下浸透を進め 

ます。 

道路課 

建築課 

都市計画課 

土地区画整 

理事務所 

・道路、園路等の雨水を地下 

に浸透させる舗装材を使用 

・事業を継続 

・可能な場所は浸透桝を設 

置 

② 健全な森林の育成や維持管理を推進 

し、森林の保水力を高めます。 

農林課 ・森の番人による市有林の整 

備、各種間伐事業等により、健 

全な森林の育成を実施 

・森林整備の継続実施によ 

り、森林の持つ多面的機能 

の発揮を図る。
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（２）水質保全対策の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 合併処理浄化槽の普及、維持管理の 

促進や啓発活動を行いながら、生活排 

水対策を進めます。 

環境緑水課 ・合併処理浄化槽の設置補助、 

維持管理補助（平成１９年度末 

設置補助件数：1,921 基） 

・広報などによる啓発 

・補助金の見直しを行い、 

合併処理浄化槽の設置を 

広く普及する。（平成 24 年 

度目標：2,400 基） 

② 公共下水道の整備、普及を進めるとと 

もに、適正な維持管理を行います。 

下水道課 ・整備計画に基づく公共下水道 

布設工事の実施（平成１９年度 

末公共下水道普及率：61.0％） 

・浄化センター等の下水道施設 

の適切な維持管理 

・浄化センターの再構築事業に 

着手（平成１９年度～） 

・公共下水道整備・普及事 

業を継続実施 

・浄化センターの再構築事 

業を推進（平成１９～２４年 

度（第１期）） 

③ 県と協力し、事業所への立ち入り等、 

事業活動に伴う適正な排水処理に関す 

る指導を強化します。 

環境緑水課 ・水質・大気に関する特定施設 

への立入調査の実施 

・事業を継続 

④ 河川の水質や生物の調査を継続して 

実施します。 

環境緑水課 ・河川水質調査（年６回）及び水 

生生物調査（年１回）を実施 

・事業を継続 

⑤ 水質保全推進の地域リーダーを養成 

し、活動を促進します。 

環境緑水課 ・水質保全推進員（３０人）の委 

嘱及び研修の実施 

・事業を継続 

⑥ 水辺環境保全への協力に関するＰＲを 

行います。 

商工観光課 

環境緑水課 

水道業務課 

水道工務課 

・観光客等にごみの持ち帰りを 

呼びかけるチラシ配布を実施 

・水道週間等のイベント開催 

時、水道施設見学会等におい 

て、パンフレット配布、飯能水配 

布・販売を実施 

・事業を継続 

⑦ 総合的な生活排水処理対策について 

検討を進めます。 

環境緑水課 

下水道課 

・飯能市生活排水処理基本計 

画策定（平成１５年度） 

・原市場・名栗清流保全実施計 

画策定（平成１７年度） 

・公共下水道整備済み地区の 

未接続世帯への水洗化促進 

・各計画に基づき、合併処 

理浄化槽の普及等を進め 

る。 

・水洗化促進活動を継続実 

施 

⑧ 水源地域周辺の環境の保全と水質の 

維持・改善を図ります。 

水道業務課 

水道工務課 

・水道週間等のイベント開催 

時、水道施設見学会等におい 

て、パンフレット配布、飯能水配 

布・販売を実施 

・事業を継続し、水源保全 

の啓発を行う。 

（３）節水と雨水の有効利用の促進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 水資源に対する意識を高めるため、節 

水や雨水利用などに関する啓発活動を 

行います。 

環境緑水課 

水道業務課 

水道工務課 

・ホームページ等への記事の掲 

載、ダム・浄水場見学会時のＰ 

Ｒを通じて節水や水源保全につ 

いての啓発を実施 

・事業を継続 

・雨水の有効利用について 

の検討を行い、啓発を実施 

② 公共施設における雨水利用を推進しま 

す。 

関係各課 ・美杉台児童館・保育所・公民館 

のトイレの洗浄用に利用 

・花壇の水撒き用等有効利用 

・既に利用している施設で 

の利用を継続 

・施設整備等に際して有効 

利用を検討
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（４）上流・下流地域の交流の促進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 流域自治体と連携し、排水処理対策な 

どを行い、入間川、高麗川の清流保全 

を推進します。 

環境緑水課 ・埼玉県合併処理浄化槽普及促 

進協議会へ加入し、他市町村と 

情報を交換 

・事業を継続 

② 清流保全や森林保全について、広域的 

なＰＲを行い、各種保全活動への参加 

等を呼びかけます。 

農林課 

環境緑水課 

水道業務課 

・森林体験教室、講演会の開 

催、緑の少年団活動、ボランテ 

ィアの支援及び森林環境教育 

の支援等 

・埼玉県合併処理浄化槽普及促 

進協議会において他市町村と 

の情報交換 

・はんのう市民環境会議の支援 

・飯能水の配布、販売によるＰＲ 

を実施 

・事業を継続 

・森林の持つ多面的な機能 

や、森林の維持管理の大 

切さなどについて、下流地 

域を含めた広域的な地域 

に対し、情報提供やＰＲを 

実施
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方針３－２ 物質循環の環をつくる 

将来的なごみ処理施設のあり方の検討を始めており、資源循環型社会の形成推進に即したごみ処理 

の基本方針を確定し、施設建設への準備を進めます。 

ペットボトル、プラスチック類の分別収集開始などで資源化率は向上し、ごみ排出量も減少してい 

ます。３Ｒ推進やマイバッグ運動の実施、リユース品販売会の開催などによるごみ問題に関する意識 

啓発もごみの減量化に結びついています。 

環境にやさしい取り組みとして、グリーン購入率の向上をめざします。また、消費生活においては 

地産地消を促進します。 

環境センターから排出される脱水ケーキを肥料原料として、クリーンセンターから排出される焼却 

灰・飛灰をセメント原料として、浄化センターから排出される脱水ケーキを肥料原料及びセメント原 

料として、浄水場から排出される脱水汚泥を改良土として、それぞれ有効利用しています。 

（１）ごみゼロ社会の構築 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 次期処理施設や最終処分場などを含 

め、ごみゼロ社会の構築に向けた将来 

的な廃棄物処理のあり方について、市 

民・事業者を交えた検討を進めます。 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

・将来的なごみ処理施設のあり 

方の検討に着手 

・資源循環型社会の形成推 

進に即したごみ処理のあり 

方を目指し、基本となる方 

針等を確定させ、施設建設 

に向けた準備作業を進め 

る。 

（２）ごみの減量化・再利用 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市の廃棄物処理に関する周知を図り、 

ごみの分別収集を推進します。 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

・ごみの分別計画を策定し、「ご 

み分別事典」等により周知 

・ペットボトル、プラスチック類 

などの分別収集を開始 

・分別計画を策定し、「ごみ 

分別事典」の定期的な見直 

しを行い、ごみの減量及び 

資源化を進める。 

② 生ごみの自家処理を促進します。 廃棄物対策 

課 

・生ごみ処理機を購入した市民 

へ補助金を交付 

・事業を継続 

③ 古紙回収など資源の再利用を進める 

市民活動などを支援します。 

廃棄物対策 

課 

・再利用できる有価物を回収し 

た団体及び集団回収に協力し 

た業者に補助金を交付 

・事業を継続 

④ リユース品販売会の開催など、不用品 

の再利用を促進します。 

廃棄物対策 

課 

・くらしの会主催のフリーマーケ 

ットを開催（平成１８年度まで） 

・粗大ごみ等を修理して市民に 

販売するリユース品販売会を 

開催（１回／月） 

・リユース品販売会を継続 

⑤ ごみの減量に関する啓発を進め、実践 

活動の促進を図ります。 

廃棄物対策 

課 

・３Ｒ推進の啓発 

・マイバッグ運動の実施 

・ポスターによる啓発 

・事業を継続
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

⑥ ごみ処理施設等見学会やイベント開催 

を行い、ごみ問題に関する意識啓発を 

進めます。 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

・ごみ問題の啓発を含めた施 

設見学会の実施 

・粗大ごみ等を修理して市民に 

販売するリユース品販売会を 

開催（１回／月） 

・施設見学会やリユース品 

販売会を通してごみ処理の 

状況を市民に知らせ、ごみ 

減量の啓発を進める。 

・３Ｒ推進とごみ問題に関す 

る啓発活動を継続的に実施 

⑦ ごみ処理の有料化について検討しま 

す。 

廃棄物対策 

課 

・ごみ減量施策の一つとして家 

庭ごみの有料化実施について 

検討を開始 

・検討を継続 

・排出量に応じた負担を検 

討し、ごみの減量を図る。 

⑧ 小売店等よる包装や容器の簡素化や 

回収を促進します。 

商工観光課 

環境緑水課 

廃棄物対策 

課 

・商工会議所等を通じて各小売 

店舗へ簡易包装等の促進につ 

いて協力依頼 

・事業を継続 

・はんのう市民環境会議や 

関係する団体と連携し活動 

を広げる。 

⑨ マイバッグ運動を推進します。 商工観光課 

廃棄物対策 

課

各公民館 

・大型店舗でキャンペーンを実 

施し、市民に啓発のためのチラ 

シを配布 

・リサイクル講座として不要とな 

った傘布を利用したマイバッグ 

作りを実施 

・マイバッグ運動のキャンペ 

ーン、リサイクル講座（マイ 

バッグ作り）を継続実施して 

推進する。 

⑩ 事業系廃棄物処理に対する周知を図り 

ます。 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

・ごみの適正処理を指導し、ご 

み分別・ごみ減量の啓発を実 

施 

・事業を継続 

⑪ 廃棄物処理法や各リサイクル法などに 

基づき、事業者のリサイクルへの取り 

組みを促進します。 

契約検査課 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

（新規施策） ・建設リサイクル法に基づ 

き、対象となる建設工事の 

請負契約の締結に当たり、 

再資源化等に要する費用を 

明記することを義務付け 

る。 

・事業者へごみ減量・資源 

ごみのリサイクル促進を啓 

発していく。 

（３）環境にやさしい消費生活の普及 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 環境に配慮した暮らしのアイデアなど 

を収集し、広報などで情報提供します。 

環境緑水課 ・家庭でできる身近な省エネ活 

動についての記事を広報等へ 

掲載 

・啓発を定期的に実施す 

る。 

② 庁内において、環境にやさしい商品等 

の購入（グリーン購入）を優先的に行い 

ます。 

関係各課 ・消耗品、備品等の購入時に環 

境にやさしい商品を優先 

・継続して取組み、グリーン 

購入率を向上させる。 

③ 市民や事業者に対し、グリーン購入の 

ＰＲを行います。 

環境緑水課 

生活安全課 

・広報への記事掲載等でＰＲ ・消費者団体を通じＰＲを図 

る。 

・はんのう市民環境会議と 

連携し、活動を広げる。 

④ 有機農業などによる地場産農産物の 

地域内消費の促進を図ります。 

農林課 

学校教育課 

・学校給食に地場産の米、野菜 

などを使用 

・継続して取組み、地産地 

消の促進を図る。
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（４）資源としての有効利用 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 有機農法など、環境を重視した農業を 

奨励します。 

農林課 ・環境にやさしい農業を営む農 

家に対し県が認定するエコファ 

ーマーの登録を推奨（平成１９ 

年度末登録者数：２４人） 

・事業を継続 

② 生ごみや下水汚泥などは、有機質の堆 

肥化やメタン発酵などの資源化を進め 

るとともに、資源物の利用を促進しま 

す。 

クリーンセン 

ター 

下水道課 

・環境センターから排出される 

脱水ケーキ及び浄化センターか 

ら排出される脱水ケーキの一部 

を肥料原料として再利用 

・事業を継続 

③ 焼却灰、脱水汚泥をセメントの原料や 

建設資材として有効に活用します。 

クリーンセン 

ター 

水道工務課 

下水道課 

・クリーンセンターから排出され 

る焼却灰・飛灰をセメント原料と 

して再利用 

・浄化センターから排出される 

脱水ケーキの一部をセメント原 

料として再利用 

・浄水場から排出される脱水汚 

泥を改良土として有効利用 

・事業を継続
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方針３－３ 地球にやさしいまちをつくる 

省エネルギーに関する意識啓発のため、県で実施しているエコライフデー事業に平成１７年度から 

参加し、参加者数も年々増加しています。 

未利用木質資源を有効利用するためペレットストーブの普及を推進しています。今後、国の動向等 

に合わせ、太陽光エネルギーなどクリーンで環境にやさしいエネルギー使用施設・機器の導入を推進 

します。 

二酸化炭素排出量削減をめざし、公共交通を充実させるためバス路線確保対策やノンステップバス 

購入に対する補助を実施しています。 

二酸化炭素吸収の観点からも適正な森林の保全、維持管理を推進します。また、地球温暖化対策実 

行計画を策定し、地球温暖化防止のための施策を推進します。 

（１）省エネルギーの推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 公共施設における省エネ機器の導入の 

推進を図ります。 

関係各課 ・備品等の購入時には省エネ 

機器を購入し、施設の更新時 

には省エネ機器への転換を実 

施

自動点滅照明、自動水栓の設 

置等 

・事業を継続 

・小・中学校校舎大規模改 

修等の際に省エネ設備導 

入を推進する。 

② 日常生活において省エネ・省資源の効 

果を分かりやすく確認できる仕組みの 

普及を図ります。 

環境緑水課 ・埼玉県作成の環境家計簿の 

市民への普及を推進 

・平成１７年度からエコライフデ 

ー事業に参加 

・エコライフデー事業に継続 

して参加し、参加者の増加 

を図る。 

③ 市民・事業者に対し、省エネ・省資源の 

意識啓発を図ります。 

環境緑水課 ・広報等による啓発を実施 ・事業を継続し、定期的に 

啓発を実施 

（２）未利用エネルギーの利用推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① バイオマスエネルギーの活用、太陽光 

発電や太陽熱利用、燃料電池など、クリ 

ーンで環境にやさしいエネルギーの利 

用を推進します。 

農林課 

環境緑水課 

・新エネルギーや未利用エネ 

ルギーの活用についての情報 

を収集し、新規施設建設時等 

の活用を推奨 

・ペレットストーブ普及のため 

に未利用木質資源利用事業補 

助を実施 

・新エネルギーや未利用エ 

ネルギーに関する情報収 

集を継続し、活用について 

のＰＲを実施 

・補助事業を継続し、木質 

バイオマスの利用促進を図 

る。 

② 公共施設において、太陽光や太陽熱な 

どの利用を進めます。 

関係各課 ・公園内の時計及び照明に太 

陽光を利用 

・既存施設での利用を継続 

・施設建設、改修時等に設 

置を検討する。 

③ 市民や事業者に対し、太陽光や太陽熱 

などの利用について、啓発・ＰＲを行い 

ます。 

環境緑水課 ・太陽光発電システム等の国 

庫補助制度について広報によ 

り周知 

・継続的に環境に配慮した 

設備の設置に関する国庫 

補助制度等を広報などで情 

報提供し、普及を図る。 

④ ごみ処理エネルギーの有効利用につい 

て検討します。 

廃棄物対策 

課 

・資源循環型社会の形成推進 

に即したごみ処理のあり方を 

目指す中で検討に着手 

・検討を継続し、方向性を 

決定する。
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（３）環境にやさしい交通体系の展開 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 事業者などの関係機関と協議しなが 

ら、公共交通機関の充実を図ります。 

生活安全課 ・沿線市町と連携を図り、ＪＲ八 

高線、川越線の整備、複線化、 

電車化を鉄道事業者に要望 

・要望行動を継続 

② 中山間地域等における公共交通を充 

実させるため、バス交通に対し補助を 

行います。 

生活安全課 ・バス路線確保対策費補助を実 

施 

・事業を継続 

③ 利用者が使いやすいバス交通を整備 

するため、ノンステップバスの導入を促 

進します。 

生活安全課 ・ノンステップバスを導入するバ 

ス事業者に購入費補助を実施 

・事業を継続 

④ 自転車の利便性を高めるため、自転車 

駐車場の整備を促進します。 

生活安全課 （共同自転車駐車場の整備につ 

いては未着手） 

・一般的な自転車駐車場の 

整備に向けて用地確保等 

を検討 

（４）森林の公益的機能の発揮 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 水源かん養や災害の防止、地球温暖 

化の防止など、森林の多様な公益的機 

能の維持・増進を図ります。 

農林課 ・森の番人による市有林の整 

備、各種間伐事業を実施し、健 

全な森林を造成 

・継続して森林整備を行うこ 

とにより、森林の持つ多面 

的機能の発揮を図る。 

（５）地球環境の保全 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 地球環境の保全、地球温暖化の防止 

に向けた総合的な取り組みを促進しま 

す。 

環境緑水課 

関係各課 

（新規施策） ・地球温暖化対策実行計画 

等の策定及び施策の推進
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環境目標４ より良い環境のために行動するまち 

＜基本方針－４＞ 協働型社会をつくる 

環 境 指 標 
当初策定時 

（平成 13 年度） 

平成 19 年度末 

現在 

平成 24 年度までの 

目標 

環境に関する講座の開催件数 年２講座 年６講座 年５講座以上 

庁用車への低公害車導入数 ９台 13台 ※ 13台 ※ 

こどもエコクラブ登録数 ０団体 11団体 
14 団体以上（各小学 

校１団体以上） 

4年毎 3年毎 
環境に関する報告書の作成 

（平成11年度） （平成16年度） 
毎年度作成する 

はんのう市民環境会議会員数 ― 
367人 

（団体を含む） 
現況値よりも増やす 

※「庁用車への低公害車導入数」の低排出ガス認定車については平成17年排出ガス基準に対応した台数。「当初策定時（平成13年 

度）」は、平成12年排出ガス基準に対応した台数。 

方針４－１ 環境にやさしい人を育てる 

自然体験ができる場所としてあけぼの子どもの森公園や森のようちえんなどを整備、管理していま 

す。市有林では森林体験教室の実施や団体等による森林環境教育の実践活動が行われ、体験の場とし 

て利用されています。また、このような場所を守るためにクリーンキャンペーンやボランティアによ 

る保全活動を実施しています。 

小学生を対象とするウグイの放流体験、森林体験教室、親子水辺教室など自然に対する理解を深め 

るための環境学習を実施しています。クリーンセンターや浄化センターの施設見学会は、廃棄物問題 

に関する意識の高揚に効果を上げています。 

市庁舎は、ＩＳＯ１４００１推進により環境マネジメントシステムを運用するなど環境配慮を実行 

しています。事業者等に対し、それぞれに応じた環境管理システムの活動を支援します。 

（１）体験の場の確保 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市民・事業者との協力や広域的な連携 

により、森林や清流の保全・維持管理 

を進め、自然体験ができる場所を守り 

ます。 

商工観光課 

農林課 

環境緑水課 

都市計画課 

・クリーンキャンペーンの実施及 

びごみ持ち帰りの呼びかけを実施 

・森林体験教室の実施や緑の少 

年団活動、ボランティアの支援及 

び森林環境教育の支援などを通 

じ森林等を保全・維持管理 

・ボランティアとの連携による緑の 

トラスト地の保全活動 

・自然体験ができる場所としてあ 

けぼの子どもの森公園を管理 

・事業を継続
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環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

② 落ち葉の堆肥化や雑木による炭づくり 

など、市民が里山の恵みに親しめるよ 

う、里山を利用しやすい仕組みづくりを 

推進します。 

農林課 

環境緑水課 

・体験教室における間伐体験、 

間伐木を利用した炭焼きの実 

施

・はんのう市民環境会議との連 

携により天覧入谷津田の再生・ 

活用を計画し、作業に着手 

・森林啓発事業として体験 

教室を継続実施 

・天覧入谷津田の再生・活 

用事業を継続 

③ 森林管理や河川清掃、公園の管理な 

ど、市民の体験の場となるボランティア 

活動を支援します。 

市民参加推 

進課 

商工観光課 

農林課 

環境緑水課 

子ども家庭 

課

都市計画課 

各公民館 

・クリーンキャンペーンの実施 

・奥武蔵自然公園管理委員会 

への支援 

・森林ボランティア入門講座、 

体験講座などを開催 

・森林ボランティアグループに 

よる市有林管理と森の番人に 

よる支援 

・河川清掃実施自治会への補 

助

・森のようちえん整備作業をボ 

ランティアとの協働により実施 

・中高年男性の森林ボランティ 

ア活動体験会を実施 

・事業を継続 

④ 自然の大切さを体験できる場としてビ 

オトープを整備します。 

都市計画課 

学校教育課 

・阿須運動公園東側、中央公園 

内及び小学校３校（加治東、東 

吾野、美杉台）に整備 

・新規の公園整備に際して 

検討 

・整備を希望する学校へ支 

援 

⑤ 市内の良好な自然に関する情報を収 

集・提供するとともに、森林インストラク 

ターなどを活用し、市民の自然とのふ 

れあいを充実させます。 

農林課 

環境緑水課 

・森林ボランティアグループに 

よる市有林の管理を実施 

・はんのう市民環境会議との協 

働により情報を収集し、提供 

（自然観察会やマップづくりな 

ど） 

・事業を継続 

⑥ 山間地の定住環境の整備とともに、体 

験・レクリエーション環境の整備を促進 

します。 

政策企画課 

農林課 

（新規施策） ・山間地域振興事業を促進 

し、山間地域の５地区で行 

われている、地域住民の積 

極的な事業活動による活気 

に満ちたコミュニティづくり 

と、心豊かな地域づくりを進 

める。 

⑦ 森のようちえんやあけぼの子どもの森 

公園、身近な里山、遊休農地、河川な 

どの自然を生かした体験の場を提供し 

ます。 

農林課 

環境緑水課 

子ども家庭 

課 

（新規施策） ・森林体験教室における間 

伐・炭焼き・きのこのほだ木 

づくりの実施 

・遊休農地解消のためマコ 

モタケの栽培拡大 

・はんのう市民環境会議と 

の連携により天覧入谷津田 

の再生・活用事業を実施 

・身近な里山などの自然環 

境を活用し、心身ともに豊 

かな情操教育の一環として 

体験活動の場（森のようち 

えん、あけぼの子どもの森 

公園）の充実を図る。
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（２）学校教育、生涯学習における環境教育、環境学習の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 小学生を対象とした魚の放流体験を通 

し、川への関心や清流保全に対する意 

識の高揚を図ります。 

環境緑水課 ・水辺環境保全事業としてウグ 

イの放流体験を実施（年２校） 

・事業を継続 

② 学校教育において、農林業体験を進 

め、子どもたちの森林保全や農林業に 

対する理解を深めます。 

農林課 

学校教育課 

・森林環境教育の支援等を実施 ・各種事業を実施し、市民、 

学生等の理解を深める。 

・農林業関係者と学校との 

連携を図り、森林について 

体験的に学ぶ学習を教育 

課程に位置づけて実施す 

る。 

③ 森林・林業に関する講座、体験教室や 

自然観察会等の開催、エコツアーを通 

じて、市民が森林や林業をはじめ、自 

然について理解を深める機会をつくり 

ます。 

農林課 

環境緑水課 

エコツーリズ 

ム推進室 

生涯学習課 

各公民館 

・森林体験教室、講演会の開催 

・緑の少年団活動、ボランティア 

の支援及び森林環境教育の支 

援等を実施 

・親子水辺教室を実施し、河川 

の水質検査や有間ダム見学な 

どにより水の大切さを啓発 

・自然調査及び自然調査実施に 

基づく講座の開催 

・星の観察、自然とのふれあ 

い、西川材についての学習及び 

工作教室を実施 

・森林ボランティアの体験を実 

施 

・各種事業を継続推進し、 

市民、学生等の理解を深め 

る。 

・エコツアーの実施により機 

会を提供する。 

・文化財講座等において自 

然関係の講座を開催する。 

④ ごみ・下水処理施設等見学会やイベン 

ト開催を行い、廃棄物問題に関する意 

識啓発を進めます。 

廃棄物対策 

課

クリーンセン 

ター 

下水道課 

・ごみに関する啓発を含めたご 

み処理施設見学会等の実施 

・粗大ごみ等を修理して市民に 

販売するリユース品販売会の 

実施 

・ごみ収集車に描く絵の募集 

・浄化センター施設見学会の実 

施 

・事業を継続し、３Ｒの推進 

とごみ減量の啓発を進め 

る。 

⑤ こどもエコクラブの推進支援など、学校 

における環境教育の場づくりを進めま 

す。 

環境緑水課 

学校教育課 

・こどもエコクラブの活動支援 

・環境学習用品の給付 

・ウグイ放流体験の実施 

・事業を継続 

・こどもエコクラブの活動を 

各学校に周知し、各学校の 

取り組みを推進する。 

⑥ 環境教育副読本を活用するなど、学校 

における環境教育の充実を図ります。 

学校教育課 ・環境教育の計画や副読本の 

活用法など、各学校の取組につ 

いて情報交換を実施 

・事業を継続
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（３）環境配慮行動の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 市の施策や日常業務において、 

ISO14001に基づいた環境配慮行動を推 

進します。 

環境緑水課 

関係各課 

・ＩＳＯ14001 推進により環境マ 

ネジメントシステムを運用し、 

環境配慮を実行 

・ＥＭＳの活動内容、適用範 

囲など改善を加えながら継 

続して実施 

② 庁用車への低公害車の導入を積極的に 

推進します。 

庶務課 

関係各課 

・車両の新規購入時は、ハイブ 

リッド自動車、軽自動車等を優 

先（平成１９年度末低公害車導 

入数：１３台） 

・事業を継続 

③ 市民が実践している環境に配慮した暮 

らしのアイデアなどを募集し、広報など 

で紹介します。 

環境緑水課 （未実施） ・広報への掲載をはじめ、 

はんのう市民環境会議と連 

携し、啓発活動を実施 

④ マイバッグの持参、グリーン購入、アイ 

ドリングストップなど、環境保全のため 

の活動について意識啓発を行います。 

環境緑水課 

廃棄物対策 

課 

・広報による啓発 

・マイバッグ運動推進事業とし 

て大型店舗でキャンペーンを 

実施し、チラシを配布して啓発 

・事業を継続 

・はんのう市民環境会議と 

連携し、啓発活動を実施 

（４）環境マネジメントシステムの普及 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① ISO14001 に基づき、庁内における環境 

配慮の状況を定期的にチェックし、継続 

的に改善します。 

環境緑水課 ・ＩＳＯ14001 推進により環境マ 

ネジメントシステムを運用し、 

環境配慮を実行 

・ＥＭＳを改善しながら活動 

を継続 

② 日常生活における省エネ・省資源の効 

果を分かりやすく確認できる仕組みを活 

用し、自己チェックによる環境への意識 

啓発を行います。 

環境緑水課 ・エコライフデーの事業に参加 

し、二酸化炭素排出量を抑制 

する行動を啓発 

・エコライフデー事業につい 

て、はんのう市民環境会議 

を中心に活動を進め、取組 

みを拡大させる。 

③ 事業者による事業活動への環境マネジ 

メントシステムの導入を促進します。 

環境緑水課 ・事業者による環境マネジメン 

トシステムの活動を支援 

・法令等の内容や規制基準 

等を説明するなど、事業者 

のＥＭＳ活動を支援してい 

く。
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方針４－２ 活動の環を広げる 

市民、事業者、行政の協働型事業の実践として、７地区で地区別まちづくり計画に基づく事業を推 

進しています。また、平成１５年度、はんのう市民環境会議を設立し、市民、事業者、行政の連携に 

より、環境基本計画の推進組織として各施策に取り組んでいます。 

市は、はんのう市民環境会議をはじめ、環境保全に取り組む市民や事業者、ボランティアグループ 

などの活動を支援し、協働を実践しています。さらに、はんのう市民環境会議においては、市民、事 

業者、行政の環境に関する情報交換や意見交換が継続的に行われています。 

（１）協働型事業の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 地区別まちづくり計画の実践を通した 

市民、事業者、行政の連携の仕組みづ 

くりを進めます。 

市民参加推 

進課 

・地区別まちづくり計画に基づ 

き各種事業を推進（７地区で実 

施） 

・事業を継続 

② はんのう市民環境会議の活動を通じ、 

市民や事業者と連携した環境基本計画 

の推進組織づくりを進めます。 

環境緑水課 ・平成１５年度に、はんのう市 

民環境会議を設立し、運営及 

び活動を支援（平成１９年度末 

会員数：３６７） 

・市民、企業、行政が連携し 

た組織により自然環境、生 

活環境、地球環境の各施策 

の推進に取組む。 

③ 山間地域振興計画に基づき、魅力ある 

地域づくりを促進します。 

政策企画課 ・山間地域の５地区において、 

景観整備や景観間伐をはじ 

め、農産物の商品化など地域 

特性を生かした事業活動が進 

められている。 

・山間地域振興事業を促進 

する。



34 

（２）市民、事業者の活動への支援 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 環境保全に取り組む地域住民やボラン 

ティアグループの活動を支援します。 

市民参加推 

進課 

環境緑水課 

エコツーリズ 

ム推進室 

・ボランティアネット飯能登録団 

体への広報の支援、情報交換 

の場の提供 

・飯能河原を守る会等の団体 

活動への補助 

・はんのう市民環境会議の支 

援

・エコツアー実施団体等への支 

援・協力（エコツアー新規実施 

者へ交付金の交付：平成１７～ 

１９年度に２７団体） 

・事業を継続 

・各団体の自主的な運営や 

活動を促す。 

② 地区別まちづくり推進委員会の活動を 

支援します。 

市民参加推 

進課 

関係各課 

・地区別まちづくり計画に基づ 

き実施する事業活動（７地区で 

実施）に補助金を交付 

・事業を継続 

③ はんのう市民環境会議の活動を支援し 

ます。 

環境緑水課 ・はんのう市民環境会議を支援 

し、連携により人材の情報収集 

や環境保全への協力体制を実 

践 

・事業を継続し、協力体制を 

確立していく。 

④ 山間地域振興計画に基づき、魅力ある 

地域づくりを促進します。 

政策企画課 

関係各課 

・山間地域の５地区において、 

景観整備や景観間伐をはじ 

め、農産物の商品化など地域 

特性を生かした事業活動が進 

められている。 

・山間地域振興事業を促進 

する。 

・空き教室の活用事業とし 

て、地域住民のための憩い 

の場、交流の場の整備を実 

施する。 

⑤ 市民による道路の美化活動を促進し、 

市民が公共施設の維持・管理に関わる 

仕組みをつくります。 

市民参加推 

進課 

道路課 

・道路維持管理事業において、 

市民による道路美化活動の啓 

発を行い、実施する団体を募 

集（平成１９年度末現在15団体 

が登録済み） 

・事業を継続し、拡充する。 

（３）情報交流の推進 

環 境 施 策 担当部署 
平成１９年度までの 

実施状況 

平成２４年度までに 

目指す方向 

① 環境の現状や行政の環境への取り組 

み状況などについて公表します。 

環境緑水課 ・市ホームページを活用し、市 

民、事業者、行政の連携によ 

り設立したはんのう市民環境 

会議における環境への取り組 

みを公表 

・公表を継続し、取組みへの 

参加者の増加と活動の充実 

を図る。 

・環境の状況及び環境施策 

の実施状況等を公表 

② 市の広報紙やホームページ等へ、環境 

に関する情報を掲載します。 

環境緑水課 ・広報掲載などにより情報を提 

供 

・定期的に情報の掲載を実 

施 

③ はんのう市民環境会議などを通して、 

市民・事業者・行政の情報交換や意見 

交換を推進します。 

環境緑水課 ・市民、事業者、行政の連携に 

より設立したはんのう市民環 

境会議において、運営委員会 

や専門部会を定期的に開催 

し、情報交換や意見交換を継 

続的に実施 

・事業を継続 

・事業者の活動などを広報や 

ホームページを活用し、広く 

周知する。 

④ 近隣自治体との連携を強め、環境に関 

する情報交換を行います。 

環境緑水課 ・埼玉県西部地域まちづくり協 

議会（ダイアプラン）に環境部 

会を設置し、構成する所沢市、 

狭山市、入間市との間で情報 

交換、協働事業を実施 

・ＩＳＯ１４００１の協働内部環 

境監査をはじめ、ダイアプラ 

ン環境部会での取り組みを 

進めていく。
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公害関係各種調査結果 

項 目 ページ 

１ 市内ゴルフ場における農薬調査結果 36 
２ 道路交通騒音測定結果 38 
３ 道路交通振動測定結果 41 
４ 大気関係常時監視測定結果 43 
５ 光化学スモッグ注意報発令日時内容 44 
６ 二酸化窒素環境濃度調査結果 45 
７ 公害関係苦情受付状況 46 
８ 地下水汚染調査結果 47 
９ ダイオキシン類調査結果 49 

１０ 不法投棄パトロール等の状況 52 
１１ 公共用水域の水質調査結果 53 

資 料



　単位 ： mg／L 

種 　 　　   　ゴルフ場 本市の 

類 項目 指針値 6.7 11.1 6.7 11.1 6.7 11.1 6.7 11.1 

ｱｾﾌｪｰﾄ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
殺 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 　0.04 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 　0.005 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

虫 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 　0.02 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 　0.025 ※ ※ 0.0005 ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

剤 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 　0.01 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 　0.015 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 　2.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 　0.2 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 　1.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

殺 ｲﾐｼﾞｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩　0.03 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ 　0.02 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｵｷｼﾝ銅 　0.2 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｷｬﾌﾟﾀﾝ 　1.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 　0.2 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

菌 ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾁｳﾗﾑ 　0.03 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾄﾘｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 　1.0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

剤 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 　0.2 0.0001 ※ 0.0003 ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾎｾﾁﾙ 11.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾒﾀﾗｷｼﾙ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 　0.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

ｱｼｭﾗﾑ 　1.0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 　0.04 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ｼﾃﾞｭﾛﾝ 　1.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

除 ｼﾏｼﾞﾝ 　0.015 ※ ※ 0.0014 ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ 　0.1 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 　0.03 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

草 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 　0.1 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 　0.02 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 　0.04 ※ ※ ※ 0.0017 ※ ※ ※ 0.0002 
ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ 　0.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

剤 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.0001 ※ 
ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ 　0.025 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

備考 ： 「※」は、定量下限値未満
　　　　 指針値は、飯能市環境保全条例施行規則第４０条に定める水質指針値 

１　市内ゴルフ場における農薬調査結果 
平 成 １ ９ 年 度 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
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（つづき） 　単位 ： mg／L 

種 　 　　   　ゴルフ場 本市の 本市の 
類 項目 指針値 6.7 11.1 6.7 11.1 6.7 11.1 指針値 6.7 11.1 

ｱｾﾌｪｰﾄ 　0.4 ※ ※ ※ ※ 0.001 ※ 0.08 ※ ※ 
殺 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 　0.04 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.008 ※ ※ 

ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 　0.005 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.001 ※ ※ 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.08 ※ ※ 

虫 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 　0.02 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.004 ※ ※ 
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 　0.025 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.005 ※ ※ 
ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.08 ※ ※ 

剤 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.03 ※ ※ 
ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 　0.01 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.002 ※ ※ 
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 　0.015 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.003 ※ ※ 
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 　2.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.5 ※ ※ 
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 　0.2 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.04 ※ ※ 
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 　1.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.3 ※ ※ 

殺 ｲﾐｼﾞｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩　0.03 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.006 ※ ※ 
ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ 　0.02 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.004 ※ ※ 
ｵｷｼﾝ銅 　0.2 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.04 ※ ※ 
ｷｬﾌﾟﾀﾝ 　1.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.3 ※ ※ 
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 　0.2 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.04 ※ ※ 

菌 ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.05 ※ ※ 
ﾁｳﾗﾑ 　0.03 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.006 ※ ※ 
ﾄﾘｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.08 ※ ※ 
ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 　1.0 0.0001 ※ ※ ※ ※ ※ 0.2 ※ ※ 
ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.05 ※ ※ 

剤 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 　0.2 ※ ※ ※ ※ 0.0032 0.0013 0.04 0.0002 ※ 
ﾎｾﾁﾙ 11.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2.3 ※ ※ 
ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ 　0.15 ※ 0.003 ※ ※ ※ ※ 0.03 ※ ※ 
ﾒﾀﾗｷｼﾙ 　0.25 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.05 ※ ※ 
ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 　0.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.1 ※ ※ 
ｱｼｭﾗﾑ 　1.0 ※ ※ ※ ※ 0.002 ※ 0.2 ※ ※ 
ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 　0.04 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.008 ※ ※ 
ｼﾃﾞｭﾛﾝ 　1.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.3 ※ ※ 

除 ｼﾏｼﾞﾝ 　0.015 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.003 ※ ※ 
ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ 　0.1 0.0001 ※ ※ ※ ※ ※ 0.02 ※ ※ 
ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 　0.03 ※ ※ ※ ※ 0.0035 0.0008 0.006 ※ ※ 
ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.03 ※ ※ 
ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.03 ※ ※ 

草 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 　0.1 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.02 ※ ※ 
ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 　0.02 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.004 ※ ※ 
ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.03 ※ ※ 
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 　0.04 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.008 ※ ※ 
ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ 　0.5 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.1 ※ ※ 

剤 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 　0.25 ※ ※ ※ 0.0006 ※ ※ 0.05 ※ ※ 
ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ 　0.4 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.08 ※ ※ 
ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ 　0.025 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.005 ※ ※ 
ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ 　0.15 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0.03 ※ ※ 

備考 ： 「※」は、定量下限値未満
　　　　 指針値は、飯能市環境保全条例施行規則第４０条に定める水質指針値 

(但し、Ｈについては　１／５） 

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 
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測定地点・車線数 昼間 夜間 昼間 夜間 

区域の区分 ７０ ６５ ７５ ７０ 大型 小型 二輪 小計 合計 

下加治354・２車線 

Ｂ　　地　　域 

双柳373・２車線 

Ｂ　　地　　域 

双柳782・２車線 

Ｃ　　地　　域 

阿須130・２車線 

Ｂ　　地　　域 

八幡町13・２車線 

Ｃ　　地　　域 

川寺627・２車線 

Ｃ　　地　　域 

青木37・２車線 

Ｂ　　地　　域 

永田539-1・２車線 

Ｂ　　地　　域 

測定地点・車線数 昼間 夜間 昼間 夜間 
区域の区分 ６５ ６０ ７５ ７０ 大型 小型 二輪 小計 合計 

飯能1344・２車線 

Ｂ　　地　　域

　　　考察 ： 夜間（２２時～６時）、３地点で環境基準の超過があります。 

84 
168 

44 
9 

84 43 上野 10 73 1 

川寺 7 76 1 
× × ○ ○ 

都市計画道路 
川寺上野線 

12.5 ６６ ６２ 

交通量（台／10分） 
平均 
速度 
(km/ 
h） 

図
面
番
号 

測定値 環境基準 要請限度 

昼間 夜間 

道路名 測
定
日 

時間帯別騒音レベル（ｄＢ） 走
行
方
向 

12.5 

12.5 

６９ 

６５ 

６８ 

６９ 

12.5 ６９ 

○…基準値内　　×…基準値超過 

環境基準 測定値 

６９ 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

６４ 

６７ 

７１ 

６８ ６５ 

６２ 

６６ ６９ 

６５ 

６３ 

○

○

○

○

○

×

○

○ 

○

○ 

○

○

×

○ 

○

○ 

○

○

○

○ 

○

○ 

○

○

○

○ 

走
行
方
向 

平均 
速度 
(km/ 
h） 

交通量（台／10分） 
図
面
番
号 

要請限度 
測
定
日 

時間帯別騒音レベル（ｄＢ） 

昼間 夜間 

国道２９９号線 
飯能狭山バイパス 

県道飯能名栗線 

県道飯能寄居線 
下加治ﾊﾞｲﾊﾟｽ 

県道馬引沢飯能線 

国道２９９号 

県道富岡入間線 

飯能 

狭山 

国道２９９号 

県道二本木飯能線 

○

○ 

○

○ 

○

× 

市役所 

入間 

入間 

青梅 

入間 

秩父 

入間 

飯能 

狭山 

飯能 

飯能 

名栗 

2 

6 

4 

3 

5 

4 

8 

8 

10 

7 

4 

8 

6 

2 

3 

2 

0 

92 

50

53

37

36 

2 

5 

65 

75

69 

65

80

45

48 

1 72

98 

83

81 

43

46 

2 

2 

57 

77

88

53 

46

40 

165 

108 

55 

137 

86 

164 

170 

116 

89 

52 

47

53 

42

40 

56

60 

8 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

73

64 

56

48 

1 

1 

平成１9年度 
２　道 路 交 通 騒 音 測 定 結 果 

14

14 

飯能 

寄居 

43

37 

2 

5 

36

35

62

59

44

45 

4 

0 

1 

※交通量台数は2回（11時、17時）測定した平均値 

要請限度 ： 自動車による騒音がこの限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれている場合、 
公安委員会に必要な措置の要請及び道路管理者等に意見が述べることができる限度。 

環境基準 ： 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましいとされる基準。 

道路名 

33

48

51

50 

3 

2 
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39 

騒音に係る環境基準 

ア 一般の環境基準 

時間の区分 地域 

の 

種類 

昼 間 

（６時～22 時） 

夜 間 

（22 時～６時） 

該 当 地 域 

Ａ 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

Ｂ 

５５ｄＢ以下 ４５ｄＢ以下 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域、用途外 

Ｃ ６０ｄＢ以下 ５０ｄＢ以下 

近隣商業地域、商業地域 

準工業地域、工業地域 

注 工専は適用しない 

イ 道路に面する地域の環境基準 

地域の区分 昼 間 夜 間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線 

を有する地域 
６０ｄＢ以下 ５５ｄＢ以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線 

を有する地域 

Ｃ地域のうち車線を有する地域 

６５ｄＢ以下 ６０ｄＢ以下 

注）車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な 

一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

ウ 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（特例） 

区 分 昼 間 夜 間 

屋 外 ７０ｄＢ以下 ６５ｄＢ以下 

注）幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、 

４車線以上の市町村道をいう。
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平成１９年度

　○…基準値内　　　×…基準値超過 

道路交通振動に係る要請限度 
単位　デシベル 

１種区域 

２種区域

　　考察 ： 道路交通振動については、要請限度を十分満足する数値となっています。 

89 

65 

３６ 

（６０） 

（６０） 

夜間 

（１９時～８時） 

３２ 

２種 

（６５） 

３６ 

（７０） 

１種 

○ 

図
面
番
号 

交通量（台／10分） 

昼　間 夜　間 昼　　間 夜　　間 

区域 
の 

区分 

時間別振動レベル　上端値（ｄＢ） 

（要　請　限　度） 

70 

○ 

３３ 

（６５） 

○ 

65 

（８時～１９時） 

○ 

60 

164 

1 

2 

3 

－

－ 

－ 

１種 

○ 

４３ 

170 永田539-1先 

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、用途外 

昼間 時間の区分 

２ 

○ 

３４ 

（６５） 

12.5 県道飯能・名栗線 

道　　路　　名 測定日 

12.5 

12.5 

測定地点 

県道二本木・ 
飯能線 

国道299号飯能 
狭山バイパス 

川寺627先 

青木37先 

３ 道 路 交 通 振 動 測 定 結 果 

※交通量台数は２回（１１時、１７時）測定した平均値 

準工業地域、工業地域 

区域の区分 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域 

車線 
数 

２ 

２ 

近隣商業地域、商業地域 
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平成１9年度 

一酸化窒素（NO）　環境基準値：なし （単位：ppm） 

１9/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 20/１ ２ ３ 合計等 

0.001 0.001 0.001 0.004 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.005 0.003 0.003 0.004 

0.016 0.016 0.015 0.030 0.040 0.036 0.029 0.046 0.065 0.066 0.041 0.044 0.066 

0.005 0.007 0.004 0.013 0.016 0.015 0.011 0.015 0.020 0.022 0.009 0.010 0.022 

二酸化窒素（ＮＯ2）　環境基準値：1時間値の1日平均値が0.04ppm～0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下 （単位：ppm） 

１9/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 20/１ ２ ３ 合計等 

0.011 0.011 0.012 0.014 0.011 0.010 0.012 0.011 0.014 0.013 0.013 0.013 0.012 

0.036 0.041 0.042 0.049 0.032 0.036 0.038 0.036 0.045 0.049 0.043 0.048 0.049 

0.019 0.020 0.022 0.024 0.017 0.018 0.018 0.018 0.024 0.027 0.025 0.022 0.027 

窒素酸化物　環境基準値：なし （単位：ppm） 

１9/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 20/１ ２ ３ 合計等 

0.013 0.012 0.013 0.018 0.014 0.014 0.016 0.016 0.022 0.018 0.016 0.016 0.016 

0.045 0.057 0.050 0.067 0.067 0.050 0.054 0.065 0.093 0.111 0.082 0.072 0.111 

0.024 0.027 0.026 0.038 0.033 0.029 0.026 0.028 0.044 0.049 0.033 0.032 0.049 

光化学オキシダント　環境基準値：1時間値が0.06ppm以下 （単位：ppm） 

１9/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 20/１ ２ ３ 合計等 

日数 6 13 11 12 22 10 5 0 0 0 0 7 86 

時間 23 55 59 61 133 36 11 0 0 0 0 27 405 

日数 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 

時間 0 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 12 

0.076 0.102 0.124 0.122 0.177 0.107 0.072 0.055 0.046 0.043 0.054 0.077 0.177 

浮遊粒子状物質　環境基準値：1時間値の平均値が0.10mg/㎥以下、かつ1時間値が0.20mg/㎥以下 （単位：mg/㎥） 

１9/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 20/１ ２ ３ 合計等 

0.022 0.023 0.026 0.026 0.024 0.018 0.018 0.018 0.017 0.015 0.013 0.025 0.020 

0.098 0.119 0.186 0.101 0.132 0.065 0.061 0.058 0.094 0.083 0.133 0.095 0.186 

0.085 0.049 0.099 0.052 0.042 0.037 0.041 0.036 0.042 0.037 0.025 0.058 0.099 

※埼玉県大気汚染常時監視測定局（飯能局）で測定した数値 

一酸化窒素(NO) ： 

二酸化窒素(NO2)： 

窒素酸化物(NOx)： 

光化学オキシダント： 

浮遊粒子状物質 ： 

４ 　大 気 関 係 常 時 監 視 測 定 結 果

　　　　設置場所　　飯能県土整備事務所 

項目　／　月 

月平均値 

１時間値の最高値 

日平均値の最高値 

月平均値 

１時間値の最高値 

日平均値の最高値 

項目　／　月 

月平均値 

１時間値の最高値 

日平均値の最高値 

項目　／　月 

１時間値の最高値 

日平均値の最高値 

昼間1時間値の最高値 

項目　／　月 

昼間の１時間値が 
0.06ppmを超えた 

昼間の１時間値が 
0.12ppmを超えた 

項目　／　月 

月平均値 

粉じん、ばいじん等の大気中の粒子状物質のうち、その粒径が１０μｍ以下のもの。ＳＰM。 

無色の気体で液化しにくく空気よりやや重い。空気又は酸素に触れると赤褐色の二酸化窒素に変わる。 

石油や石炭等の窒素分を含んだ燃料の燃焼によって発生する。呼吸器系の疾患の原因となる。 

窒素と酸素の反応により生成された物質の総称。Ｎ０やＮ０２等が主なもので、光化学スモッグの原因物質の一つ。 

紫外線によって複雑な化学反応を起こして作られるオゾン、ＰＡＮ、Ｎ０２等の酸化性物質の集合体。 
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　　　 　平成１９年度 県南西部地区 

№ 発　　令　　日 天候 発　令　時　間 発　令　内　容 最 高 値 

１ １９． ５． ９ (水) 晴 １４：２０～１８：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１４０ｐｐｍ 

２ １９． ５．２３ (水) 晴 １３：２０～１６：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１２０ｐｐｍ 

３ １９． ６．１９ (火) くもり １３：２０～１５：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１３１ｐｐｍ 

４ １９． ６．２０ (水) 晴 １２：２０～１４：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１３０ｐｐｍ 

５ １９． ６．２１ (木) 晴 １３：２０～１６：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１２３ｐｐｍ 

６ １９． ６．２７ (水) 晴 １３：２０～１８：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１３２ｐｐｍ 

７ １９． ７． ６ (金) 晴 １５：２０～１８：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１３９ｐｐｍ 

８ １９． ７．２５ (水) 晴 １３：２０～１７：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１４８ｐｐｍ 

９ １９． ７．２６ (木) 晴 １４：２０～１６：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１３２ｐｐｍ 

１０ １９． ７．２７ (金) 晴 １６：２０～１８：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１４６ｐｐｍ 

１１ １９． ７．２８ (土) 晴 １２：２０～１６：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１３７ｐｐｍ 

１２ １９． ８． ４ (土) 晴 １５：２０～１７：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１２７ｐｐｍ 

１３ １９． ８． ９ (木) 晴 １５：２０～１７：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１２７ｐｐｍ 

１４ １９． ８．１０ (金) 晴 １２：２０～１９：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１９５ｐｐｍ 

１５ １９． ８．１１ (土) 晴 １１：２０～１９：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１９６ｐｐｍ 

１６ １９． ８．２０ (月) 晴 １７：２０～１８：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１４１ｐｐｍ 

１７ １９． ８．２１ (火) 晴 １３：２０～１５：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１２８ｐｐｍ 

１８ １９． ８．２２ (水) 晴（一時雨） １２：２０～１５：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１４５ｐｐｍ 

１９ １９． ８．２５ (土) 晴 １６：２０～１８：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１４４ｐｐｍ 

２０ １９． ８．２６ (日) 晴 １５：２０～１７：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１６８ｐｐｍ 

２１ １９． ８．２７ (月) 晴 １３：２０～１６：２０ 光化学スモッグ注意報 ０．１６０ｐｐｍ 

注　 意 　報 ： オキシダント測定値が０．１２ｐｐｍ以上となり、継続すると認められるとき。 
警　　   　報 ： オキシダント測定値が０．２０ｐｐｍ以上となり、継続すると認められるとき。 
重大緊急報 ： オキシダント測定値が０．４０ｐｐｍ以上となり、継続すると認められるとき。

　　　※県南西部地区では、昭和６０年から警報の発令はありません。 

考察 ： ここ５年間では、県南西部地区における注意報の発令は横ばい傾向にありましたが、
　　　　１９年度は発令日数が増えました。

　　　○光化学スモッグ発令基準 

５　光化学スモッグ注意報発令日時内容 

光化学スモッグ注意報発令状況 

17 
13 15 

12 

21 

0 

15 

30 

1５年度 1６年度 1７年度 1８年度 1９年度 

日 
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６　二酸化窒素環境濃度調査結果 
（ＮＯ２） 

調査年月日 　　平成19年 6月21日～ 6月28日 平成19年 8月16日～ 8月23日
　　平成19年11月22日～11月29日 平成20年 2月14日～ 2月21日 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

　富士見公民館 0.012 0.012 0.010 0.009 0.008

　精明公民館 0.014 0.015 0.013 0.011 0.009

　加冶東公民館 0.015 0.013 0.012 0.010 0.010

　加冶公民館 0.014 0.012 0.011 0.010 0.008

　中央公民館 0.022 0.021 0.017 0.016 0.016

　南高麗公民館 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005

　第二区公民館 0.014 0.013 0.011 0.010 0.009

　原市場公民館 0.008 0.006 0.006 0.005 0.005

　東吾野公民館 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008

　吾野公民館 0.010 0.007 0.009 0.009 0.011

　郵便局前交差点 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 
※ 簡易測定法（フィルターバッジ法）により測定し、数値は年４回の平均値

　※ 16年度吾野公民館での測定は、吾野小学校に変更して測定 
※ 二酸化窒素に係る環境基準 0．04ｐｐｍ～0．06ｐｐｍのゾーン内またはそれ以下であること。

　　考察 ： この５年間の調査結果は、一部地点を除き減少傾向にあります。 

二酸化窒素濃度　　（単位：ｐｐｍ） 
調査地点 

二酸化窒素環境濃度調査結果 
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７ 公 害 関 係 苦 情 受 付 状 況 

公害関係苦情経年変化 

223 
164 

249 232 345 

0 

100 

200 

300 

400 

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 

件 
種類別苦情受付状況 

0 

50 

100 

150 

大気 水質 騒音 振動 悪臭 雑草 害虫 その他 

件 

17年度 

18年度 

19年度 

※ 同じ原因に対する苦情は、１件としています。 

○ 主な苦情 

№ 受理日 種 別 地 域 苦 情 内 容 及 び 対 応 
1 19. 5. 7 そ の 他 南 川 別荘の庭の松が枯れ、倒れると危険 →管理者に連絡し、早急に伐採するよう指導。伐採した。 
2 5.18 大気汚染 南 川 隣家での焼却のため、熱と煙で迷惑 →廃材を焼却していた。止めるよう指導。 
3 5.22 雑 草 岩 沢 空き地の草が繁茂し、ひどい状態 →所有者に刈るように指導。草刈を行った。 
4 6. 6 雑 草 双 柳 隣の空き家の草を刈らないため伸びて迷惑 →市外のため通知にて依頼したが応答なし。自宅を訪問し指導。 
5 6.16 そ の 他 中藤下郷 建築中の住宅の車庫にマムシがいる。前で子供が遊ぶので危険 →捕獲し、処分。 
6 8.13 電波障害 本 町 マンション建設によりテレビの映りが悪くなった。 →事業者に対応を依頼。ケーブルテレビで対応した。 
7 8.21 不法投棄 芦苅場 人通り少ない市道に生活ごみが投棄されている。 →投棄者と思われる名が有り。警察の確認後処分。投棄者判明。 
8 8.21 騒 音 下川崎 家の前の信号で止まる配送センターの冷凍車のエンジン音がうるさい →業者に状況を伝え、信号の停止位置の手前で停車することで対応。 

9 8.30 害 虫 飯 能 天覧山中腹の広場の木の幹の中にスズメバチの巣があり危険 →担当課にて蜂を退治し、巣穴を塞いだ。 
10 9. 5 水質汚濁 前ヶ貫 成木川が濁っている →原因は青梅市内であることを確認、 青梅市に状況を伝え対応を依頼。 発生元の業者を指導。 
11 10.31 そ の 他 小久保 隣の飼い猫の糞尿で迷惑 →過去にも指導。飼い猫は絶対に屋外に出さないよう、野良猫には餌を与えないよう指導。 
12 11. 7 水質汚濁 岩 沢 藤田堀に大量の泡が発生 →発生元の事業所を確認し、県担当と共に状況調査、改善指導を行った。 
13 12.17 悪 臭 双 柳 家の前の畑に堆肥が積まれ、臭いで迷惑 →チップが発酵する臭い。耕作者に状況を話し、移動してもらう。 
14 12.18 大気汚染 双 柳 庭で廃材を焼却し煙で迷惑 →灰を使用するため柿木を焼却。煙が出ないよう注意し、時間を考慮するよう指導。 
15 20.2.22 大気汚染 双 柳 資材置き場でよく焼却する →過去に指導歴有り。廃材等を焼却。今後行わないよう強く指導、その旨回答を得た。



８　地下水汚染調査結果 

トリクロロエチレン 　       　（単位：mg/ｌ) 
基準値 Ａ･双柳 Ｂ・双柳 Ｃ･川寺 Ｄ･川寺 Ｅ･川寺 Ｆ･川寺 Ｇ･川寺 H･川寺 I・双柳 J・南町 

1５年度 0.003 - 0.073 0.090 0.20 0.021 0.043 0.072 

1６年度 0.002 - 0.20 0.25 0.16 0.005 0.035 0.048 

1７年度 0.002 - 0.13 0.080 0.15 0.21 0.049 0.061 

1８年度 0.002 0.002未満 0.14 0.002未満 0.002未満 0.004 0.019 0.028 

1９年度 0.003 0.005 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.006 0.002未満 

テトラクロロエチレン 　       　（単位：mg/ｌ) 
基準値 Ａ･双柳 Ｂ・双柳 Ｃ･川寺 Ｄ･川寺 Ｅ･川寺 Ｆ･川寺 Ｇ･川寺 H･川寺 I・双柳 J・南町 

15年度 0.018 - 0.0006 0.0068 0.0066 0.0005未満 0.0005未満 0.0018 

16年度 0.018 - 0.0011 0.010 0.0073 0.0005未満 0.0005未満 0.0016 

17年度 0.013 - 0.0006 0.0056 0.0047 0.0009 0.0005未満 0.0015 

18年度 0.015 0.0005未満 0.0006 0.0092 0.0049 0.0005未満 0.0005未満 0.0011 

19年度 0.011 0.023 0.0005未満 0.0075 0.0037 0.0012 0.0005未満 0.001 0.0005未満 0.0005未満 

１，１，１－トリクロロエタン 　       　（単位：mg/ｌ) 
基準値 Ａ･双柳 Ｂ・双柳 Ｃ･川寺 Ｄ･川寺 Ｅ･川寺 Ｆ･川寺 Ｇ･川寺 H･川寺 I・双柳 J・南町 

15年度 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

16年度 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

17年度 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

18年度 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

19年度 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 

※１９年度は､Ｂ地点は双柳から新光へ地点変更　　　※I双柳、J南町は１９年度実施 
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９ ダイオキシン類調査結果 

（１）大気調査 

調査期日 平成１９年１１月２０日～２７日（1 週間サンプリング手法） 

調査項目 大気中のダイオキシン類２８項目及びコプラナーPCBs１４項目 

調査方法 ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（平成１８年２月環境 

省水・大気環境局）に準拠 

※二重測定の実施 … 上記マニュアルに基づき試料採取分析における 

総合的な信頼性を確保するため、同一条件で採取した２以上の試料 

について、同様に分析し定量下限値以上の濃度の測定対象物質につ 

いて両者の差が３０％以下であることを確認します。この年度にお 

いては、精明公民館で実施しました。 

調査結果 ダイオキシン類対策特別措置法の大気汚染に関する環境基準値である 

０. ６ｐｇ－TEQ／㎥ と比較すると、全地点で基準値以下でした。 

（下表参照） 

毒性換算濃度（ pg－TEQ／㎥ ） 
調 査 地 点 

平成１８年度 平成１９年度 基 準 値 

飯能市役所 ０．０２３ ０．０２０ 

精明公民館 ０．０３１ ０．０２３ 

加治東公民館 ０．０７０ ０．１１０ 

美杉台小学校 ０．０２４ ０．０１８ 

南高麗中学校 ０．０１９ ０．０１６ 

吾野中学校 ０．０１０ ０．０１２ 

東吾野公民館 ０．０１０ ０．０１５ 

原市場中学校 ０．０１６ ０．０３８ 

名栗庁舎 ０．００９６ ０．００８８ 

０．６
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（２）土壌調査 

調査期日 平成１９年１１月２２日 

調査項目 土壌のダイオキシン類２８項目及びコプラナーPCBs１４項目 

調査方法 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（平成１２年１月環境 

庁）に準拠 

調査結果 ダイオキシン類対策特別措置法の土壌汚染に関する環境基準値である 
1000ｐｇ－TEQ／ｇと比較すると、全地点で基準値以下でした。 

（下表参照） 

毒性換算濃度（ pg－TEQ／ｇ ） 
調 査 地 点 

平成１８年度 平成１９年度 基 準 値 

精明小学校 ３．５ 

加治小学校 ０．３９ 

飯能第二小学校 ０．３４ 

南高麗中学校 ３．５ 

名栗あすなろ会館 ０．０８３ 

飯能第一小学校 １．３ 

双柳小学校 ６．９ 

東吾野小学校 ０． ０００１３ 

美杉台小学校 ４．６ 

原市場中学校 ２．１ 

１０００ 

（注） ・ｐｇ … ピコグラム（１ｐｇ＝１兆分の１グラム） 

・TEQ … 毒性等量。ダイオキシン類は多くの異性体が存在し、毒性もそれ 

ぞれ異なるため、 最も毒性の強い 2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキ 

シンの毒性に換算して表していることを示す符号。 

考 察 ○大気調査は法令等（焼却規制）の強化により、８地点で昨年同様コ 

ンマ２桁以下の数値となっていますが、加治東公民館において若干 

数値が高くなっています。 

○土壌調査の調査地点は毎年変更していますが、全て１桁以下の数値 

となっています。
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（３）ごみ処理施設調査 

調査期日 平成１９年６月１２日、１３日及び７月１１日 

調査項目 ごみ焼却施設 … 排ガス、焼却灰、飛灰 

最終処 分場 … 放流水、地下水 

調査結果 ごみ焼却施設及び最終処分場とも、基準値以下で維持管理されていま 

す。 

○クリーンセンター 

毒性換算濃度（ｎｇ－ＴＥＱ／㎥Ｎ ） 
調 査 地 点 

平成１８年度 平成１９年度 基準値 

１ 号 炉 ０．１２ ０．１４ 
排ガス 

２ 号 炉 ０．１２ ０．１２ 
５ 

毒性換算濃度（ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ） 

１ 号 炉 ０．００７６ ０．００４３ 
焼却灰 

２ 号 炉 ０．００５７ ０．００５８ 

１ 号 炉 ０．７１ ０．３９ 
飛 灰 

２ 号 炉 ０．５６ ０．７９ 

３ 

測定日：１号炉（排ガス、焼却灰、飛灰）平成１９年７月１１日 

２号炉（排ガス、焼却灰、飛灰）平成１９年６月１３日 

○最終処分場 

毒性換算濃度（ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ） 
調 査 地 点 

平成１８年度 平成１９年度 基準値 

新最終処分場排水 ０ ０．０００２１ 

旧最終処分場排水 ０．３２ ０．２０ 
１０ 

新最終処分場観測井下流 ０．３８ ０．０７８ １ 

測定日：新最終処分場排水 平成１９年６月１２日 

旧最終処分場排水 平成１９年６月１２日 

新最終処分場観測井下流 平成１９年６月１２日 

（注） ・ｎｇ…ナノグラム（１ｎｇ＝１０億分の１グラム） 

・㎥Ｎ…ノルマル立方メートル ０℃、１気圧の状態に換算したガスの量




